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測量業務共通仕様書 

- 11 - 

H27.8.1

４．受注者は、契約時又は変更時において、契約金額が100万円以上の業務について、業務実績情報シス

テム（テクリス）に基づき、受注・変更・完了時に業務実績情報として「登録のための確認のお願

い」を作成し、受注時は契約後速やかに、登録内容の変更時は変更があった日から速やかに、完了時

は業務完了後速やかに、書面により監督員の確認を受けたうえで、登録機関に登録申請しなければな

らない。 

また、受注者は、契約時において、予定価格が1,000 万円を超える競争入札により調達される建設コ

ンサルタント業務において調査基準価格を下回る金額で落札した場合、業務実績情報システム（テクリ

ス）に業務実績情報を登録する際は、業務名称の先頭に「【低】」を追記した上で「登録のための確認の

お願い」を作成し、監督員の確認を受けること。 

例：【低】○○○○業務 

また、登録機関に登録後、テクリスより「登録内容確認書」をダウンロードし、直ちに監督員に提

示しなければならない。なお、変更時と完了時の間が、土曜日、日曜日、祝日、年末年始の閉庁日を

除き10日間に満たない場合は、変更時の提示を省略できるものとする。 

第13条 打 合 せ 等 

１．測量業務を適正かつ円滑に実施するため、主任技術者と監督員は常に密接な連絡をとり、業務の方針

及び条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度受注者が書面（打合せ記録簿〔Ⅱ編〕

様式－27）に記録し、相互に確認しなければならない。 

なお、連絡は積極的に電子メール等を活用し、電子メールで確認した内容については、必要に応じて

書面（打合せ記録簿）を作成するものとする。 

２．測量業務着手時及び設計図書で定める業務の区切りにおいて、主任技術者と監督員は打合せを行うも

のとし、その結果について受注者が書面（打合せ記録簿）に記録し相互に確認しなければならない。 

３．受注者は、支給材料について、その受払状況を登録した帳簿を備え付け、常にその残高を明らかにし

ておかなくてはならない。また、受注者は、業務完了時（完了前であっても工程上支給品の精算が行え

るものについてはその時点）には支給品精算書を監督員に提出しなければならない。 

４．主任技術者は、仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、速やかに監督員と協議するも

のとする。 

５．受注者は、発注者に電子媒体等を提出する際には、必ず最新のデータに更新（アップデート）された

ソフトを使用してウィルスチェックを行い、提出するものとする。なお、使用するウィルスチェックソ

フトの種別は任意とする。 

第14条 業務計画書 

１．受注者は、契約締結後14日以内に業務計画書を作成し、監督員に（〔Ⅱ編〕参考－11を付して）提出

しなければならない。 

２．業務計画書には、契約図書に基づき下記事項を記載するものとする。 

(1) 業務概要     (2) 実施方針 

(3) 業務工程     (4) 業務組織計画 

(5) 打合せ計画     (6) 実施順序及び方法 

(7) 成果品の内容、部数    (8) 使用する主な図書及び基準 

(9) 連絡体制（緊急時含む） (10)使用する主な機器 
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ない。 

4．受注者は、当該業務に関して発注者から貸与された情報、その他知り得た情報を当該業務の終了後におい

ても他社に漏らしてはならない。 

5．取り扱う情報は、アクセス制限、パスワード管理等により適切に管理するとともに、当該業務のみに使用

し、他の目的には使用しないこと。また、発注者の許可なく複製・転送等しないこと。

6．受注者は、当該業務完了時に、業務の実施に必要な貸与資料（書面、電子媒体）について、発注者への返

却若しくは消去又は破棄を確実に行うこと。

7．受注者は、当該業務の遂行において貸与された発注者の情報の外部への漏洩若しくは目的外利用が認めら

れ又そのおそれがある場合には、これを速やかに発注者に報告するものとする。

第33条 個人情報の取扱い 

1．基本的事項 

受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いに

当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律

（平成 15 年 5 月 30 日法律第 58 号）及び同施行令に基づき、個人情報の漏えい、滅失、改ざん又はき損の

防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

2．秘密の保持 

受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目

的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

3．取得の制限 

受注者は、この契約による事務を処理するために個人情報を取得するときは、あらかじめ、本人に対し、

その利用目的を明示しなければならない。また、当該利用目的の達成に必要な範囲内で、適正かつ公正な手

段で個人情報を取得しなければならない。 

4．利用及び提供の制限 

受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するための利用目的以外

の目的のために個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。 

5．複写等の禁止 

受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するために発注者から提

供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。 

6．再委託の禁止 

受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するための個人情報につ

いては自ら取り扱うものとし、第三者にその取り扱いを伴う事務を再委託してはならない。 

7．事案発生時における報告 

受注者は、個人情報の漏えい等の事案が発生し、又は発生するおそれがあることを知ったときは、速やか

に発注者に報告し、適切な措置を講じなければならない。なお、発注者の指示があった場合はこれに従うも

のとする。また、契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

8．資料等の返却等 

受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から貸与され、又は受注者が収集し、若しくは作

成した個人情報が記録された資料等を、この契約の終了後又は解除後速やかに発注者に返却し、又は引き渡

さなければならない。ただし、発注者が、廃棄又は消去など別の方法を指示したときは、当該指示に従うも

のとする。 

H26.10.1 
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６．受注者は、爆発物等の危険物を使用する必要がある場合には、関係法令を遵守するとともに、関係官

公署の指導に従い、爆発等の防止の措置を講じなければならない。 

７．受注者は、屋外で行う測量業務の実施にあたっては豪雨、豪雪、出水、地震、落雷等の自然災害に対

して、常に被害を最小限にくい止めるための防災体制を確立しておかなければならない。災害発生時に

おいては第三者及び使用人等の安全確保に努めなければならない。 

８．受注者は、屋外で行う測量業務実施中に事故等が発生した場合は、直ちに監督員に報告するとともに、

監督員が指示する様式により事故報告書を速やかに監督員に提出し、監督員から指示がある場合にはそ

の指示に従わなければならない。 

第35条 臨機の措置 

１．受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。また、

受注者は、措置をとった場合には、その内容を監督員に報告しなければならない。 

２．監督員は、天災等に伴い、成果品の品質又は工程に関して、業務管理上重大な影響を及ぼし、又は多

額な費用が必要と認められるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができるも

のとする。 

第36条 履 行 報 告 

受注者は契約書第15条の規定に基づき、履行報告書（〔Ⅱ編〕参考様式－30）を作成し、監督員に提出

しなければならない。 

第37条 屋外で作業を行う時期及び時間の変更 

１．受注者は、設計図書に屋外で作業を行う期日及び時間が定められている場合でその時間を変更する必

要がある場合は、あらかじめ監督員と協議するものとする。 

２．受注者は、設計図書に屋外で作業を行う期日及び時間が定められていない場合で、閉庁日又は夜間に

作業を行う場合は、事前に理由を付した書面によって監督員に提出しなければならない。 

第38条 低価格入札業務の履行状況調査 

低入札価格調査制度適用業務の場合、調査基準価格（非公表）を下回る価格で契約した場合においては、

受託者は下記の事項に協力しなければならない。 

１．受託者は、低入札価格調査で受託者が説明した内容の履行状況を確認するために発注者が業務完了後

に調査を実施する場合、当該調査に応じるものとする。 

第39条 行政情報流出防止対策の強化 

１．受注者は、本業務の履行に関する全ての行政情報について適切な流出防止対策をとらなければならな

い。 

２．受注者は、以下の業務における行政情報流出防止対策の基本的事項を遵守しなければならない。 

（関係法令等の遵守） 

行政情報の取り扱いについては、関係法令を遵守するほか、本規定及び発注者の指示する事項を遵 
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守するものとする。 

（行政情報の目的外使用の禁止） 

受注者は、発注者の許可無く本業務の履行に関して取り扱う行政情報を本業務の目的以外に使用し

てはならない。 

（社員等に対する指導） 

1) 受注者は、受注者の社員、短時間特別社員、特別臨時作業員、臨時雇い、嘱託及び派遣労働者並

びに取締役、相談役及び顧問、その他全ての従業員（以下「社員等」という。）に対し行政情報の流

出防止対策について、周知徹底を図るものとする。 

2) 受注者は、社員等の退職後においても行政情報の流出防止対策を徹底させるものとする。

3) 受注者は、発注者が再委託を認めた業務について再委託をする場合には、再委託先業者に対し本

規定に準じた行政情報の流出防止対策に関する確認・指導を行うこと。 

（契約終了時等における行政情報の返却） 

受注者は、本業務の履行に関し発注者から提供を受けた行政情報（発注者の許可を得て複製した行

政情報を含む。以下同じ。）については、本業務の実施完了後又は本業務の実施途中において発注者

から返還を求められた場合、速やかに直接発注者に返却するものとする。本業務の実施において付加、

変更、作成した行政情報についても同様とする。 

（電子情報の管理体制の確保） 

1) 受注者は、電子情報を適正に管理し、かつ、責務を負う者（以下「情報管理責任者」という。）

を選任及び配置するものとする。 

2) 受注者は次の事項に関する電子情報の管理体制を確保しなければならない。

イ 本業務で使用するパソコン等のハード及びソフトに関するセキュリティ対策 

ロ 電子情報の保存等に関するセキュリティ対策 

ハ 電子情報を移送する際のセキュリティ対策 

（電子情報の取り扱いに関するセキュリティの確保） 

受注者は、本業務の実施に際し、情報流出の原因につながる以下の行為をしてはならない。 

イ 情報管理責任者が使用することを認めたパソコン以外の使用 

ロ セキュリティ対策の施されていないパソコンの使用 

ハ セキュリティ対策を施さない形式での重要情報の保存 

ニ セキュリティ機能のない電磁的記録媒体を使用した重要情報の移送 

ホ 情報管理責任者の許可を得ない重要情報の移送 

（事故の発生時の措置） 

1) 受注者は、本業務の履行に関して取り扱う行政情報について何らかの事由により情報流出事故に

あった場合には、速やかに発注者に届け出るものとする。 

2) この場合において、速やかに、事故の原因を明確にし、セキュリティ上の補完措置をとり、事故

の再発防止の措置を講ずるものとする。 

３．発注者は、受注者の行政情報の管理体制等について、必要に応じ、報告を求め、検査確認を行う場合

がある。 



測量業務共通仕様書 

第40条 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置 

1．受注者は、暴力団員等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否すること。 

また、不当介入を受けた時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。下

請負人等が不当介入を受けたことを認知した場合も同様とする。 

2．１．により警察に通報又は捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した書面によ

り発注者に報告すること。 

3．１．及び２．の行為を怠ったことが確認された場合は、指名停止等の措置を講じることがある。 

4．暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と

協議しなければならない。 

H26.10.1 

－20-1－ 
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3.（参考資料）公共測量の手続き 

※ 国土交通省国土地理院のホームページに掲載の「公共測量の手引」についても確認すること。 

http://psgsv2.gsi.go.jp/koukyou/public/tebiki/tebiki.pdf 
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「公共測量」とは、どのような測量か 

「公共測量」とは、基本測量（すべての測量の基礎となる測量で、国土地理院の行うもの。）以外の測量

で、測量に要する費用の全部若しくは一部を国又は公共団体が負担若しくは補助して実施する測量をいい

ます。（測量法第5条） 

なお、ここでいう「測量」には、基準点測量、地形測量などの一般の測量のほかに地図の調製や測量用

写真の撮影も含まれています。ただし、小道路や建物のため等の局地的測量又は高度の精度を必要としな

い測量で測量法施行令（昭和24年制令第32号）第1条に定められている測量は、除外されます。 

公共測量から除外される測量 

（測量法施行令第1条より） 

公共測量から除外される局所的測量又は高度の精度を必要としない測量の範囲は、次のとおりです。 

(1) 建物に関する測量 

(2) 1/100万未満の小縮尺図の調製 

(3) 横断面測量 

(4) 前各号のほか、次の測量。ただし、既に実施された公共測量に追加する測量又は公共測量成果を

修正するために行う測量は、公共測量に含まれます。 

1) 7 km２（北海道は 10 km２）未満の三角測量、地形測量、平面測量で、かつ基本測量又は公共測量

によって設置された基準点を2点以上使用しない測量 

2) 路線長が6 km（北海道は10 km）未満の多角測量で、基本測量又は公共測量によって設置された

基準点を2点以上使用しない測量 

3) 路線長が 10 km 未満の水準測量（縦断面測量を含む。）で、基本測量又は公共測量によって設置

された水準点を2点以上使用しない測量 

(5) 前各号を除くほか、誤差の許容限度が次の値をこえる測量。ただし、既に実施された公共測量に追

加する測量又は公共測量成果を修正するために行う測量は、公共測量に含まれます。 

1) 三角測量では、三角形の角の閉合差90秒又は辺長較差がその辺長の1/2000の測量

2) 多角測量では、座標の閉合比が1/1000の測量

3) 水準測量（縦断面測量を含む。）では、閉合差5 cm√s（sは、km単位の路線長）の測量

4) 地形測量、平面測量及び地図調製では、図上で平面位置の誤差が2 mm
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１．測量成果及び測量記録の閲覧・交付（法第28条） 

公共測量を実施する場合は、当該計画地域内における既存の基本測量又は公共測量の測量成果等の有

無を調査し、作業能率と経済的効果を考慮のうえ、その活用を計らなければなりません。 

基本測量の測量成果等については、国土地理院情報サービス館（茨城県つくば市）又は各地方測量部

及び沖縄支所で管轄区域の成果等の閲覧及び謄本（又は抄本）交付が受けられます。 

公共測量の測量成果等については、各地方測量部及び沖縄支所で管轄区域の成果等の閲覧及び謄本(又

は抄本）交付が受けられます。 

なお、改正測量法の施行日以降は、原則として世界測地系の測量成果の提供となります。 

「測量成果等の閲覧」 

測量成果及び測量記録の閲覧は、次のとおり行っています。（閲覧範囲） 

１．閲覧場所 国土地理院情報サービス館（全国） 

２．閲覧時間 

国土地理院各地方測量部及び沖縄支所（管轄区域） 

ただし、関東地方測量部のみ基本測量成果等の閲覧範囲は全国 

平日 午前9時から午後5時まで 

「測量成果等の交付申請」 

測量成果及び測量記録の謄本（抄本）を入手しようとするときは、「謄本(抄本)交付手数料一覧」

の交付手数料に相当する収入印紙を添えて国土地理院情報サービス館又は所管の各地方測量部若しく

は沖縄支所へ申請してください。郵送の場合は、返信用切手を添えて申請してください。 

謄本（抄本）交付手数料一覧 

名  称 種   類 単 位 金  額

測量成果 

三角点成果表、多角点成果表 1 点 200円 

水準点成果表 1 点 200円 

電子基準点成果表 1 点 200円 

超長基線電波干渉計観測点成果表 1 点 200円 

三角点網図、多角点網図、電子基準点網図、水準路線図 1 枚 390円 

地図その他の図表 1 枚 複製実費 

測量記録 

点の記 1 点 200円 

地図その他の図表 1 枚 複製実費 

配点図 1 枚 390円 

（平成22年4月1日現在） 
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２．公共測量実施計画書の提出と技術的助言（法第36条） 

個々の地域における個々の公共測量について、その正確さを確保し、重複を除き、かつ、測量の能率

を向上させるために、測量計画機関は、公共測量を実施しようとするときは、あらかじめ測量の目的、

地域、期間、作業量、測量の精度及び方法等を記載した公共測量実施計画書（様式参照）を国土地理院

長に提出し、その技術的助言を求めなければなりません。 

技術的助言の内容は、多種多様ですが、主な事項を例示すれば、次のようなものです。 

(1) 当該公共測量に使用する予定である基本測量成果の中に、測量計画機関が承知していなかった基

準点の移転又は地図の修正などが行われていた場合 

(2) 利用できる基本測量又は公共測量成果があるにもかかわらず、使用の予定になっていない場合 

(3) 当該公共測量実施地域で、基本測量又は公共測量が行われ又は行われようとしている場合 

(4) 当該公共測量が目的とする測量成果と類似の測量成果が既にある場合又は近いうちにできよう

としている場合 

(5) 当該公共測量に必要な精度が得られ、より能率的又は経済的な方法が他にある場合 

(6) 適用する測量作業規程に含まれない機器又は方法により測量計画がなされている場合 

(7) 当該公共測量に必要な精度が得られない性能の測量機器を使用している場合 

(8) 当該公共測量に使用予定の基準点成果又は空中写真などについて、公共測量の届けが行われてい

ない場合 

(9) 当該公共測量に使用予定の基準点成果又は空中写真などが不適切な場合 

(10)世界測地系へ座標変換する場合 

公共測量実施計画書の記載について 

国土地理院では、公共測量に関する事務処理を迅速に行うため、窓口となる地方測量部及び沖縄支所

と本院（茨城県つくば市）をオンラインで結び、コンピュータにより処理を行っています。そこで、「公

共測量実施計画書」の記入に際しては、下記を参考に記入するようお願いします。 

なお、公共測量実施計画書をはじめとする公共測量の申請書などは、「公共測量申請書作成サイト」

（ http://psgsv2.gsi.go.jp/shinsei/mainApplication.aspx ）で作成することができます。 

(1) 文 書 番 号 

計画機関の文書番号を右上の空欄に記入して下さい。 

(2) 測量計画機関名 

測量計画機関の所在地、機関の正式名称、代表者名を記入し公印を押印して下さい。 

(3) 測量の目的 

できるだけ以下の項目から選択して記入して下さい。ただし、多目的で測量を実施する場合は総

合計画を選択して下さい。また、該当する項目がない場合は、具体的な事業名を記入して下さい。 

都　市　計　画、河　 川　計　画、道　 路　計　 画、土　 地　改　良、地　質　調　査

鉄 道 計 画、地盤変動調査、文  化  財  調  査、宅 地 開 発、河 川 管 理 

道　路　台　帳、ほ　場 　整　備、電　 源　 開　発、港　湾　 計　画、環　境　調　査

地 籍  調 査、土地区画整理、ダ ム 計 画、農 地   開 発、空 港 計 画 
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地すべり対策、下 水 道 計 画、下 水 道 台 帳、砂 防 計 画、森 林 計 画 

海 岸 保 全、総 合 計 画、世界測地系へ座標変換 

(4) 測 量 地 域 

測量地域は「○○市全域」「○○町東部」のように記入して下さい。 

また、測量地域、使用する測量標の位置、基準点の平均計画及び作成する図郭割等の測量計画を

明示した地形図を付図として添付して下さい。 

(5) 作    業    量 

以下の測量種別を選択し、等級及び縮尺に分けて、その事業量（km、km２の場合、小数第 1 位ま

で）を記入して下さい。また、測量種別で該当する項目がない場合は「その他」とし、具体的な測

量種別を記入して下さい。 

「測量種別」 

準基     点 、 水    準 、 路    線 、 Ｔ Ｓ 等 現 地 、ＴＳ等・修正 

横縦     断 、 撮影  ( ｱ ﾅ ﾛ ｸ ﾞ )、カラー撮影(ｱﾅﾛｸﾞ)、数値撮影(ﾃﾞｼﾞﾀﾙ)、数 値 図 化 

数値地形図データ作成、数値地形図データ更新、既成図数値化、写真地図作成 

地  図  編  集 、 深      浅  、 成  果  改  算 、 改   測  、 航 空 レ ー ザ  

座標変換 など 

「等級・縮尺・事業量」 

等 級：1級、2級、3級、4級、簡級など 

縮 尺：地図情報レベル250、地図情報レベル500、地図情報レベル1,000、地図情報レベル2,500 

地図情報レベル5,000、地図情報レベル10,000、撮影縮尺1/○○○○（フィルム航空カ

メラ）、地上画素寸法○○㎝（デジタル航空カメラ撮影）など 

事業量：○○点、○○.○km２、○○.○km 

(6) 測 量 期 間 

測量の「着手予定日」から「完了予定日」までを記入して下さい。 

(7) 測量の精度 

使用する作業規程の名称を記入してください。 

地震に伴う公共測量成果のパラメータ補正を実施する場合は、「公共測量成果改定マニュアル」と

  記入してください。 

(8) 測 量 方 法 

 測量作業に用いる主な測量機器又は作業方法を以下の例示を参考に記入して下さい。 

「測量機器」（1級、2級）GNSS測量機、（1級、2級、3級）トータルステーション（TS）、 

（1 級、2 級、3 級）セオドライト、（1 級、2 級）測距儀、（1級、2 級）電子レベル、

（1級、2級）水準標尺、デジタイザ など 

「作業方法」スタティック法、ネットワーク型RTK法、数値図化、数値編集、既成図数値化など 

(9) 使用する測量成果の種類及び内容 

使用する既成測量成果について、「基本測量」、「公共測量」の区分毎に成果の種類を以下の項目か

ら選んで「公共測量水準点」のように記入して下さい。成果の種類の中で、空中写真又は地形図を

使用する場合は、撮影年月日、測量年及び縮尺も記入して下さい。また、公共測量成果を使用する

場合は、測量計画機関及び助言番号、助言年又は測量年を「○○市平23○公第○○号」のように記

入して下さい。 
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「成果の種類」 

基盤地図情報、基 準 点、水 準 点、空 中 写 真、数値地形図データファイル 

航空レーザ  な ど  

(10)基本測量成果入手年月日 

当該測量に使用する基本測量成果の閲覧又は謄本交付を受けた年月日を記入して下さい。 

(11)測量に関する計画者氏名及び測量土登録番号 

当該測量作業の計画者氏名及び測量土登録番号を記入して下さい。測量に関する計画者は、必ず

測量土でなければなりません。もし計画機関に有資格者不在の場合は、有資格者に計画を依頼し、

その氏名及び測量土登録番号、所属等を記入して下さい。 

民間等に測量計画業務を委託した場合は、「測量計画委託契約による」と記入した上で、氏名及び

測量土登録番号を記入して下さい。 

(12)測量作業機関名 

測量作業機関が決定していない場合は「未定」と記入し、決定次第、名称、測量業者登録番号、

代表者の氏名、所在地、主任技術者氏名及び測量土登録番号を文書にて通知して下さい。 

(13)作 業 規 程 

適用する作業規程の承認年月日及び承認番号を記入して下さい。ただし、作業規程の承認申請中

又は変更承認申請中の場合は、承認申請書の提出年月日を記入し、承認年月日又は承認番号の欄に

「申請中」と記入して下さい。 

(14)測量標・測量成果の使用承認申請書提出年月日 

測量標・測量成果の使用承認申請書は、当該測量の実施計画書と同時に提出し、その提出年月日

を記入して下さい。 

(15)備  考 

備考欄には、測量計画機関の担当者の氏名、所属、電話番号を記入して下さい。 
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\@Ẑ \_&`\ab̂ �cd�ef�,+-2�5

U

_g���� ����6GGLMh�F:

ig���� EFGHGIGJ��

EFGHGIGJ2V

jg��� GGQGG� 



��������	�
��
���
���
����

��������	
��
��������������������� !"�#$%&'

()*+,

(-.,�����/0

12341

) * 5 6

789:9;9<

99��� =

>?@��A

��������BCD(��,

789:9;9<E 999FG996H���	����(99>?IJ8,�


9;9<���$�	�H
��K(LMNO:KPG2QQ6,G2ORGSTUG4VR�W

X�YZ����$['



��������	
��

� ����
�����������������������������

��������	
��
��������	����������� !"#$!%&'()*+,-.

/� !01$!2&3!"4$'56�78
9��:;
6�<=>�?@ABC/&�D.��EBF�G

HIJK

�LMN'

�OP'QR���ST

U1VWU

L M X Y

Z[\]\^\_

������ `
�\\-./'

������

��
�����D.'

Z[\]\^\_aE\Qb!\\Ycde�fE�QR���gh5�i�jkl

��mG��
�������c
�� !"#$!%&� !01$!2&3!"4$'5

nGD.�HoK

�p'

2q�� !Wr$5nC��[stu�v5��w�D.M�xaoCy�5nz{
�����|�D.

�}~oCy��c�CK

�qkl5	
���
��w�D.M��xaoCK

%q�������*+,-c�C��	
./|�D.�}~oCy��c�CK

�q����������c�C��	
*+,-./	 !01$!�&5nC��������|�D.

�}~oCy��c�CK

�qtu	
������|�2�
*+,-./|	
�3��2�
����tuoCK



��������	
�

�
���

�

�
�
�
�
�
��

	



�

�

�

�

�

�




�

�

�

�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
 
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
 
�
�

!
"
#

�




�$
�$
�

%
&

�$
�$
�

%
&

'

�

(

�

)))*

+

,))*

+

-

.

/
�

�
0
1

�

2

�

3
�

4
5 6

7
8 9 9

�
�

�
�

�
�

� �
�

�
�

�
:

�
�

�
�

;
�

�
�

�
�

�
<

�
�

�
�

 
=

+
>

�
�

�
�

�

?
@
A
B
C
D
�
E
F
G
B
C
H�

B

�

�

7

I

�
�

�
�

(

�
J K

L
M J J



� ��������	
��
�����������

��������	
��
�������������������� !"�#��$%&'���(

�)*+,-���./!&012&3456789:;<=:>?@

ABC�DEF&GHI,�JKLFMN�OPQRST��UVOP�)WABC�XY!"Z[�\A

BC]^_`abcd�ef!�OPfE�ghi�)*+,-�gh!�jk�7

8lcmnopqrstuv�wx?L�wxy@

8z{@UVOP�|}

~<��~

A B C ] ^ _ ` a b c

��f�� � � � �

_`��� ����

��f�� � � � �

e � � ����OP

e�ST� ��OP����

_ ` � � � � � �

<���
� �

�� ��
�� 8��@

� � +8������@ ]^�� ]^�+L � {

*   ¡¢ ��£ ������ ¤ � ¥ + �¦¦§̈ §<̈ ©§§<

ª «¢ ��£ ª ��� ¬ � £ ­ �¦¦§̈ §<̈ ®§§<

ª ª¢ ��� ª ª ª ª �¦¦§̈ §<̈ ®§§;

�
�
�
�
�
�
�
�
	

ª ¯° ��� ������ ± ² ³ ´ µ <§§§§§<§;§¶§

8·@

¸¹OPQRST�)*+,-8�I�+ºOP»�@v¸»gh¼���7

½¹ABC�]^��M�¾¿���Z[��)*+,-8�I�+ºOP»�@v¸»gh¼���7

>¹]^���
����jr�À�z{�rÁ¼���7

Â¹�{Ã���)WABC�fEÀnoC�r�rÁ!���ABCÄÅÆ�rÇ¼���7

È¹abc��ÉÊËÌ�ÍÎ"ÏÐÑÒÓ�ÌÔÕ!"pqrstu�Ö×����Ì#�7



��������	
�

�
���

� � � � �

� � � � � �

� � � � �	��������� �!"�#$%&'()*+

" �

, - ��. �!/%012. �23+!45!��67	89&"$+

: ; ��. �!<=#>?,-@A%+B&!CD#>$%

E F  �2��G!.��!EF12HI@.J�KLM5!NO&PQ*+

O R I
��. �2��G!ST�QU�VW	X�!=YZ?.RI!NO&PQ

*+

[ \ ��!]^�[\@._`12Vab!NO&PQ*+

c d ��!]`�e@fcd@.gh12Vab!NO&PQ*+

��>i
 �.j�2��#k+!��!>i@A%+UZ.lmKnJ!NO&PQ

*+

��,-  �2��#k+!.��!,-@A%+UZ.no!NO&PQ*+

j�>i ��`	j�!.>i12pq@Ar�.nJ12LM5!NO&PQ*+



� ��������	
��
����������������������

��������	
��
�����	������	
������� !�"#$%&'!�()


"#�$*
!�+,-�./012�3�4��5617589:;<

=>?@A

=BCADE���FG

HIJKH

> ? L M

NOPQPRPS

PP��� T

="#$%&A

������

��
���UVW� ��'XYZ=4�A


['XYZ
\]��^8_`�9���a
��b=cdefQbgIKKMAheij

hk3Uhilj�mn'op�4��9q<

=rA

ks������t����au2vw	
��x�4��yzq2{�ta�2<

|s������	
bheijh|3�m}'~8������'4���5617505Y<���
�

�����t���au2vw	
bheijh|3�yzq2{�ta�2<

�s������x���	
�U��k�
�|����q2<



��������	
��	
�������������

��������	
���
����
����������
�������
� �!"#$%&�'(

)*+,-./�0 #)123�45678���
9:;<=>�?�@

�A%B�

�CD�EF��
GH

IJKLI

A % M N

OPQRQSQT

�QQ-./0 �

123�45 U

V;W XY QQ-QQZQQ[QQM3

\] ^_`a
5

� � � 9 : ; < %

��bcdef
gh6ijk"
��j;<#?�@

"

Jl 9 : � m n � � � �  +opqr/6st�u�$v

dl � � � 
 w x Q Q �

� y z { M N ] |

Q ����
}
~"�� QQQQ

�l � � � 
 Y � 3 QQ-QQZQQ[QQM3

el 9 : � � R S T OPQRQSQT

�l 0 � V;W��

Kl � � �

�QQQ�QQQQ

X Y QQ-QQZQQ[QQM3

Y � ] QQ�QQ�

��W] Q Q Q Q

� � ������������

�l � � � & ���
�3��



��������	
��
������

� ������

� � � � � �

� � � � �

����	
��
����������������

������� !"#$ #$�%&����

'�( ) * � + , ()*�-.
/01234����

5�( ) * � 6 7 8

9�� � : ; < = >

?�@ A ()BCDEFC9��GH�IJK����LM NOP!�

Q�R S � ��TU�MV��W3
6X3
YZ[\/����

]�^ _ ` a ()*�b��c'd?e.��f	?d.��8g`�

� � � �

���	
hijkl
mMVnopq�@$��6r�8s()n/t��!"�cu�
v�TU12h

ijk	
wx6r�8s()n/t��!"y z{KP!�

|%&�}��	
6r�8s()n/�I~���MV�t����������|

m��q��()���

�����

�
�
�

�
�
�

v � h i j k � T U
v�8#��

6r�8s()n

/�������
v�hijk�TU�� h i j k l 
 @ $



��������	


��������	
��
��������
����������� !"�#$�%����&'()

*"���(+!",-./01�23�45./678�+����9:�; <=>?3@

AB��&'���C���DE�+FGHIJ�&'K()*"�L�/,-.MN OP/QRK(ST*

"U�!��V3WXYZ[\$	�]^U/_�`a.(bc3�; (FG����01de��f�g

hi�?3@

jB�����kl�+(9:"*�mnopq rsC�t� uG?3@

� ��C�vw(xy�zE{|��}.(D�;  ~/G�����q<L*��|�de<��(�

!*@

� ��C���(��3�zYK�S�.���[������S� !"���
�J���<p��J

�@

� ��&'�����h(C�L�/,-MN�op 3������kl�+?��/����h; <

�!*@

���������DEv�?C�����z�� (*n)����deZ�����m:?/n��

�kl�+<b !��xC�b��+(F����9:�Fh��"*¡3@

�����?C���&'<�����S�($*IJ�/_�L���p3�i�¢C\$��L*i

�()*"C���DE�+���kl�+(F���m:?/n�45./678�+(F�£w/��

<2¤?¥� ¦§�01de¨�k	!��&'����s©T:"*¡3@

ªB�����?C�t���DE()*"��&'����9:"*¡3@

� S�U��

A«3W"��A�j¬S�U����A�j¬­���

j«ª�®¬S�U����ª¬­���()*"C�¯°±N�²³!��x¢C����DE�S� 

/��x

� 3W"�´4µ¶·¸

� 3W"�µ¶��?D&!�¹º�»¼½�¾¿«��µ¶�

� À$���hÁªÂ�Ã§�ÄÅ��

� SÆ��»��¹eÇ<�h��«

¹È��ÉaK?���J�����(u*"i����ÊË���eÌ�J�&'����9:�; <Í

¡!* ÎÏJ¡3@

»Ð¦«�����Ñ�

ÒÓÔÓÒ



�� ������	
��
������

��������	
������
���������������	
���������� !"#�

$%&�!'��()*+,-.��/01��2345

$67+�����89

:;<=:

> ? @ A

B�CDCECF

� !"#� G

������

������)�HI,JKL

B�CDCECF./C�MNCCCAOPQ�R/�����ST��?,UV�

��������O
��WNXYZN[\,UV�]^��_�-.�2`5

^

��a�bc $def	)g+ h �

[iCC����j��� [ g [ (

kil�^��� [ (

mino&"j��� [ (

piqrst?��� [ (

uiUvlwxyz{|? [ (

}i��~������?

� ��a	
����PQ?�,^��0�Z�,�KHI�L]�K5



��������	
��
������

��������	
��
�����������������
������� !����"#$%�

&� !'��()�*�+ !�,-.��
�/01�23��.��4567�89�:;�<=>?@

A*�+

*���������� !�'���
�?BC6DE�F�<�GHIJ�=>�����KL���"

#$%�MNO�	P�*�+

QRST	
���UV

WXYZW

��[	\][[^

_ 
 [ ` [ a [ b

 ! c

"#$%�� d

������

_
[`[a[b��[[\][[^e89fJ���
�O����gh.���
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＜別記＞ 

成 果 品 一 覧 表 

成果品の一覧は次のとおりとし、各成果品の提出部数は、土地調書及び地形図、地積測量図、土地調査

書は2部、他は1部とする。 

次表に定めのない様式及び提出部数の変更を行う場合は、特記仕様書又は監督員の指示によるものとす

る。 

分類 業 務 区 分 機式番号 成 果 品 の 名 称 規格等 備 考 

第 

3 

章 

関 

係 

地 図 の 転 写 地 図 写 B5折 長期保存に耐える用紙 

特記仕様書又は監督員の指

示がある場合、A4折とする。

地 図 の 連 続 図 〃 特記仕様書又は監督員の指

示がある場合、A4折とする。

土地の登記記録の

調査 

(用)－2 土地の登記記録調査表

一覧表 

A-4 買収地、隣接地にかかわり

なく地番順に記載する。 

(用)－3 土 地 調 査 表 〃 登記事項証明書又は登記簿

謄本を添付する。共有につ

いては共有者調書(その 2)

を添付する。 

権 利 者 確 認 法人登記簿又は商業登

記簿 

登記簿謄本文は抄本を添付

する。 

(用)－4 戸 籍 簿 等 調 査 表 A-4 名義人が相続に係る場合

は、相続関係説明図及び相

続関係を証する戸籍等の謄

本又は抄本を全て添付す

る。 

(用)－5 相 続 関 係 説 明 図 〃 

第 

4 

章 

関 

係 

用 地 測 量 (用)－6 土地境界立会確認書 A-4 

観 測 手 簿 〃 

基 準 点 網 図 A全版

計 算 書

成 果 簿

境 界 点 成 果 簿 A-4 境界点（座標）には適宜符

号を付し略図を記載するも

のとする。 
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（成果品一覧表のつづき） 

分類 業 務 区 分 機式番号 成 果 品 の 名 称 規格等 備 考 

第 

4 

章 

関 

係 

用 地 測 量 用 地 実 測 図 A500 本規格により難い場合は、

特記仕様書で指示する。 

40cm × 49.5cm 

特記仕様書又は監督員の指

示がある場合、A-1とする。

用 地 平 面 図 三斜線及び距離に関する数

字を除いて表示する。測量

範囲及び縮尺により適宜裁

断する。 

A500 又は A300 片面マット

特記仕様書又は監督員の指

示がある場合、A-4とする。

境 界 点 番 号 図 B5折 三斜線及び距離に関する数

字を除き境界点・幅杭等の

番号を表示する。測量範囲

及び縮尺により適宜裁断す

る。 

特記仕様書又は監督員の指

示がある場合、A4折とする。

(用)－7 土 地 面 積 計 算 表 A-4 座標求積によるもの。 

(用)－7 土 地 面 積 計 算 表

（三斜計算書）

〃 三斜求積によるもの。 

(用)－8 境界測量精度管理表 〃 

第 

5 

章 

関 

係 

土地調書の作成 (用)－9 土 地 調 書 A-4 

第 

6 

章 

関 

係 

そ の 他 (用)－10 地 形 図 B-4 「強じん」な紙質 

特記仕様書又は監督員の指

示がある場合、A-4とする。

(用)－11 地 積 測 量 図 B-4 「強じん」な紙質 

特記仕様書又は監督員の指

示がある場合、A-4とする。

(用)－12 土 地 調 査 書 A-3 



�����



様式(用)－2 

土地の登記記録調査表一覧表 

市    町      

郡    村      

大字 字 地番 地目 地 積 所 有 者 住    所 登録年月日 受付番号 原因・日付
権利の
種 類

最終
支番 
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発注者支援業務 

発注者支援業務共通仕様書 

第１編 総  則 

 

第1001 条 適  用 

１．発注者支援業務共通仕様書（以下「共通仕様書」という。）は、福島県土木部が発注する土木工事又は

除染作業業務（以下「工事等」という。）に係る発注者支援業務（以下「業務」という。）に係る契約書

及び設計図書の内容について、統一的な解釈及び運用を図るとともに、その他の必要な事項を定め、も

って契約の適正な履行の確保を図るためのものである。 

２．設計図書は、相互に補完しあうものとし、そのいずれかによって定められている事項は、契約の履行を

拘束するものとする。 

３．特記仕様書、図面、共通仕様書又は指示や協議等の間に相違がある場合、又は図面からの読み取りと図

面に書かれた数字が相違する場合など業務の遂行に支障を生じたり、今後相違することが想定される場

合、受注者は監督員に確認して指示を受けなければならない。 

４．設計業務等、測量業務及び地質・土質調査業務等に関する業務については、各共通仕様書によるものと

する。 

第1002 条 用語の定義 

共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各項に定めるところによる。 

１．「受注者」とは、業務の実施に関し、発注者と委託契約を締結した個人若しくは会社その他の法人をい

う。又は、法令の規定により認められたその一般承継人をいう。 

２．「監督員」とは、契約図書に定められた範囲内において受注者又は管理技術者に対する指示、承諾又は

協議等の職務を行う者で、契約書第9 条第1 項に規定する者をいう。 

３．「検査職員」とは、業務の完了検査及び指定部分に係る検査にあたって、契約書第 31 条第 2 項の規定

に基づき、検査を行う者をいう。 

４．「工事等の監督員」とは、工事等の発注者が工事等の監督をさせるために指定する者で、福島県工事請

負契約約款第 9 条第 1 項 （除染作業業務委託の場合、除染作業業務委託契約書第 10 条第 1 項）に基

づき、工事等の発注者が当該工事等の受注者に通知した者をいう。 

５．「管理技術者」とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統轄等を行う者で、契約書第 10 条第 1 項に

規定する者をいう。 

６．「担当技術者」とは、管理技術者のもとで業務を担当する者で、受注者が定めた者（管理技術者を除く。）

をいう。 

７．「工事等の監督」とは、福島県土木部が発注する工事等の契約図書における発注者の責務を適切に遂行

するために、工事施工状況（又は除染作業状況）の確認及び把握等を行い、当該契約の適正な履行を確

保する業務をいう。 

８．「契約図書」とは、契約書及び設計図書をいう。 

９．「契約書」とは、発注者支援業務委託契約書（土木設計業務等委託契約書標準書式に準じて作成する。）

をいう。 

10．「設計図書」とは、仕様書、図面、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。 

11．「仕様書」とは、共通仕様書及び特記仕様書 （これらにおいて明記されている適用すべき諸基準を含

む。）を総称していう。 
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12．「共通仕様書」とは、業務に共通する技術上の指示事項等を定める図書をいう。 

13．「特記仕様書」とは、共通仕様書を補足し、業務の実施に関する明細又は特別な事項を定める図書をい

う。 

14．「現場説明書」とは、業務の入札等に参加する者に対して、発注者が当該業務の契約条件を説明するた

めの書類をいう。 

15．「質問回答書」とは、現場説明書に関する入札等参加者からの質問書に対して、発注者が回答する書面

をいう。 

16．「図面」とは、入札等に際して発注者が交付した図面及び発注者から変更又は追加された図面及び図面

のもとになる計算書等をいう。 

17．「指示」とは、監督員が受注者に対し、業務の遂行上必要な事項について書面をもって示し、実施させ

ることをいう。 

18．「請求」とは、発注者又は受注者が契約内容の履行あるいは変更に関して相手方に書面をもって行為、

あるいは同意を求めることをいう。 

19．「通知」とは、発注者若しくは監督員が受注者に対し、又は受注者が発注者若しくは監督員に対し、業

務に関する事項について書面をもって知らせることをいう。 

20．「報告」とは、受注者が監督員に対し、業務の遂行に係わる事項について、書面をもって知らせること

をいう。 

21．「申し出」とは、受注者が契約内容の履行あるいは変更に関し、発注者に対して書面をもって同意を求

めることをいう。 

22．「承諾」とは、受注者が監督員に対し、書面で申し出た業務の遂行上必要な事項について、監督員が書

面により業務上の行為に同意することをいう。 

23．「質問」とは、不明な点に関して書面をもって問うことをいう。 

24．「回答」とは、質問に対して書面をもって答えることをいう。 

25．「協議」とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者と受注者が対等の立場で合議し、結論

を得ることをいう。 

26．「提出」とは、受注者が監督員に対し、業務に係わる事項について書面又はその他の資料を説明し、差

し出すことをいう。 

27．「確認」とは、契約図書に示された事項について、臨場もしくは関係資料により、その内容について契

約図書との適合を確かめることをいう｡ 

28．「立会」とは、契約図書に示された事項において、監督員が臨場し、内容を確認することをいう｡ 

29．「把握」とは、監督員が臨場もしくは受注者が提出又は提示した資料により施工状況、使用材料、提出

資料の内容等について、監督員が契約図書との適合を自ら認識しておくことをいい、受注者に対して認

めるものではない｡ 

30．「審査」とは、受注者から提出された書類について、内容の適否を検討することをいう。 

31．「書面」とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記録し、署名又は捺印したものを有効と

する。緊急を要する場合は、ファクシミリ又は電子メールにより伝達できるものとするが、後日有効な

書面と差し換えるものとする。 

32．「打合せ」とは、業務を適正かつ円滑に実施するために管理技術者と監督員が面談により、業務の方針

及び条件等の疑義を正すことをいう。 

33．「積算関係資料」とは、設計積算業務において、積算を行うための工事設計図面及び数量計算書、積算
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資料、特記仕様書（案）、積算データ等をいう。 

34．「検査」とは、契約書第31 条に基づき、検査職員が業務の完了を確認することをいう。 

35．「修補」とは、発注者が検査時に受注者の負担に帰すべき理由による不良箇所を発見した場合に受注者

が行うべき訂正、補足その他の措置をいう。 

36．「協力者」とは、受注者が業務の遂行にあたって、再委託する者をいう。 

37．「使用人等」とは、協力者又はその代理人若しくはその使用人その他これに準ずるものをいう。 

38．「了解」とは、契約図書に基づき、監督員が受注者に指示した処理内容・回答に対して、理解して承認

することをいう。 

39．「受理」とは、契約図書に基づき受注者の責任において監督員に提出された書面を監督員が受け取り、

内容を把握することをいう。 

第1003 条 業務の着手 

受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後14 日以内に業務等に着手しなければなら 

ない。この場合において、着手とは管理技術者が業務の実施のため監督員との打合せを行うことをいう。 

第1004 条 監督員 

１．発注者は、業務における監督員を定め、受注者に通知するものとする。 

２．監督員は、契約図書に定められた事項の範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。 

３．契約書の規定に基づく監督員の権限は、契約書第9 条第2 項に規定した事項である。 

４．監督員がその権限を行使するときは、書面（〔Ⅱ編〕様式－10 業務打合せ簿又は様式－12 確認書）に

より行うものとする。ただし、緊急を要する場合、監督員が受注者に対し口頭による指示等を行った場

合には、受注者はその指示等に従うものとする。監督員は、その指示等を行った後、後日書面（〔Ⅱ編〕

様式－10 業務打合せ簿又は様式－12 確認書）で受注者に指示するものとする。 

第1005 条 管理技術者 

１．受注者は業務における管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知（〔Ⅱ編〕様式－8）

するものとする。管理技術者を変更したときも、同様とする。 

２．管理技術者に委任できる権限は契約書第 10 条第 2 項に規定した事項とする。ただし、受注者が管理技

術者に委任できる権限を制限する場合は発注者に書面をもって報告しない限り、管理技術者は受注者の

一切の権限（契約書第 10 条第 3 項の規定により行使できないとされた権限を除く。）を有するものとさ

れ発注者及び監督員は管理技術者に対して指示等を行えば足りるものとする。 

３．管理技術者は、当該業務の対象となる工事等の特性や作業概要等について十分把握するとともに、技術

的留意事項等について、担当技術者への周知、指導に努め、第 2001 条、第 3002 条、第 4002 条、第

5001 条に示す内容について担当技術者が適切に行うように、指揮監督しなければならない。 

４．管理技術者は、担当技術者の実施する業務内容及び立会や確認結果等について逐次把握するとともに必

要な指示、連絡・調整を行うものとする。 

５．管理技術者は、業務の履行にあたり、次の各号のいずれかの者であり、日本語に堪能（日本語通訳が確

保できれば可）でなければならない。 

(1) 技術士（総合技術監理部門（建設関係科目）又は建設部門） 

(2) 一級土木施工管理技士 

(3) シビルコンサルティングマネージャ（以下「ＲＣＣＭ」という。） 

(4) 土木学会特別上級土木技術者、土木学会上級土木技術者又は土木学会１級土木技術者 
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(5) 支援管理技術者Ⅰ又は支援管理技術者Ⅱ 

(6) 公共工事の発注者（国、都道府県、政令市又は特殊法人等（公共工事の入札及び契約の適正化の促

進に関する法律施行令第１条に規定する法人（同条に規定する法人の組織改編前の法人も含む。）を

いう。以下同じ。）で職員として従事したことをいう。以下同じ。）として技術的実務経験を 25 年以

上有する者 

６．管理技術者は、監督員が指示する関連のある業務の受注者と十分に協議の上、相互に協力し、業務を実

施しなければならない。 

７．管理技術者は、担当技術者を兼ねることはできない。 

第1006 条 担当技術者 

１．受注者は担当技術者を定めた場合（変更する場合）は、その氏名、その他必要な事項を監督員に提出

（〔Ⅱ編〕様式－28、29）するものとする。 

２．担当技術者は、土木工事に係る業務である場合は次の第 1 号から第 8 号のいずれかの者、除染作業業

務に係る業務である場合は次の各号のいずれかの者でなければならない。 

(1) 技術士（総合技術監理部門（建設関係科目）又は建設部門）又は技術士補（建設部門） 

(2) 一級土木施工管理技士又は二級土木施工管理技士 

(3) シビルコンサルティングマネージャ（以下「ＲＣＣＭ」という。） 

(4) 土木学会特別上級土木技術者、土木学会上級土木技術者、土木学会１級土木技術者又は土木学会２

級土木技術者 

(5) 支援管理技術者Ⅰ又は支援管理技術者Ⅱ 

(6) 公共工事の発注者として技術的実務経験を10 年以上有する者 

(7) 一般社団法人全日本建設技術協会による公共工事品質確保技術者（Ⅰ）又は公共工事品質確保技術

者（Ⅱ） 

(8) 公共工事の発注者が発注した土木工事に関する品質検査業務又は工事管理業務の実務経験を 1 年以

上有する者 

(9) 除染業務講習会業務監理者コースを受講した者（除染作業業務委託に係る業務の場合に限る。） 

３．前項第 8 号の「品質検査業務」とは、公共工事の発注者を支援する立場として、使用材料について設計

図書と照合、施工状況について設計図書と照合、施工状況の把握、不可視部分や重要構造物の段階確認、

工事検査の立会を行う業務をいい、「工事管理業務」とは、公共工事の発注者を支援する立場として、工

事受注者に対する指示、協議に必要な資料の作成、工事受注者から提出された資料と設計図書との照合、

現地の確認、設計図書と現場が一致しない場合の調査及び検討に必要な資料の作成、設計変更に必要な

調査、測量及び図書等の資料作成、地元等との協議・調整に必要な資料作成を行う業務をいう。 

４．受注者は、担当技術者を特記仕様書に示す場所に配置し、担当技術者は、管理技術者の指示に従って工

事等の監督員が行う監督業務の補助を行うものとする。 

５．担当技術者は、工事等の立会や確認結果については、管理技術者の指示・指導の下、遅滞なく監督員に

報告しなければならない。 

６．担当技術者は、対象の工事等の契約に定める工事等の監督員ではなく、指示、承諾、協議及び検査の適

否の判断等を行う権限は有していないものとする。したがって、担当技術者は、工事等の受注者、現場

代理人又は主任技術者等に対し、書類の作成や修正、工事の方法・結果等のいかなる事項についても指

示・承諾・協議することができない。ただし、監督員が必要と認めた情報連絡等を行う場合はこの限り

ではない。 
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第1007 条 工事等の現場技術業務の内容及び区分 

工事等の現場技術業務の内容及び区分は、原則として別表－１のとおりとする。 

第1008 条 適切な技術者の配置 

１．管理技術者及び担当技術者を定めるときは、当該業務の対象となる工事等の受注者と、資本・人事面に

おいて関係がある者を置いてはならない。 

２．監督員は、必要に応じて、下記に示す事項について報告を求めることができる。 

(1) 技術者経歴・職歴 

(2) 資本・人事面において関係があると認められると考えられる企業（建設業許可業者、製造業者等）

の名称及び受注者とその企業との関係に関する事項 

第1009 条 提出書類 

１．受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後に関係書類を発注者に遅滞なく提出しなければな

らない。ただし、業務委託料（以下「委託料」という。）に係る請求書、請求代金代理受領承諾書、遅延

利息請求書、監督員に関する措置請求に係る書類及びその他現場説明の際に指定した書類を除く。 

２．受注者が発注者に提出する書類で様式が定められていないものは、受注者において様式を定め、提出す

るものとする。ただし、発注者がその様式を指示した場合は、これに従わなければならない。 

３．受注者は、契約時又は変更時において、契約金額が 100 万円以上の業務について、業務実績情報システ

ム（テクリス）に基づき、受注・変更・完了時に業務実績情報として「登録のための確認のお願い」を

作成し、受注時は契約後、土曜日、日曜日、祝日、年末年始の閉庁日（以下「閉庁日」という。）を除き

10 日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から、閉庁日を除き 10 日以内に、完了時は業務完了

後、閉庁日を除き 10 日以内に、書面により監督員の確認を受けたうえ、登録機関に登録申請しなければ

ならない。 

また、受注者は、契約時において、予定価格が 1,000 万円を超える競争入札により調達される建設コ

ンサルタント業務において調査基準価格を下回る金額で落札した場合、業務実績情報システム（テクリ

ス）に業務実績情報を登録する際は、業務名称の先頭に「【低】」を追記した上で「登録のための確認の

お願い」を作成し、監督員の確認を受けること。 

例：【低】○○○○業務 

また、登録機関に登録後、テクリスより「登録内容確認書」をダウンロードし、直ちに監督員に提示し

なければならない。なお、変更時と完了時の間が閉庁日を除き 10 日間に満たない場合は、変更時の提示

を省略できるものとする。 

第1010 条 打合せ等 

１．業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と監督員は常に密接な連絡をとり、業務の方針及び

条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度受注者が書面（打合せ記録簿〔Ⅱ編〕様式

－27）に記録し、相互に確認しなければならない。 

なお、連絡は積極的に電子メール等を活用し、電子メールで確認した内容については、必要に応じて

打合せ記録簿を作成するものとする。 

２．業務着手時及び設計図書で定める業務の区切りにおいて、管理技術者と監督員は打合せを行うものと

し、その結果について書面（打合せ記録簿〔Ⅱ編〕様式－27）に記録し相互に確認しなければならない。 

３．管理技術者は、仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、速やかに監督員と協議するも

のとする。 

４．受注者は、発注者に電子媒体等を提出する際には、必ず最新のデータに更新（アップデート）された
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ソフトを使用してウィルスチェックを行い提出するものとする。なお、使用するウィルスチェックソフ

トの種別は任意とする。 

第1011 条 設計図書等の理解 

受注者は、対象の工事等の契約書及び設計図書等の内容を十分理解し、さらに現場の状況についても

精通しておかなければならない。 

第1012 条 業務計画書 

１．受注者は契約締結後 14 日以内に業務計画書を作成し、監督員に業務打合せ簿（〔Ⅱ編〕様式－10、記載

例は参考－11。）を添えて提出しなければならない。 

２．業務計画書には、契約図書に基づき下記事項を記載するものとする。なお、設計積算業務においては、

「(7) その他」に積算関係資料の管理体制を記載するものとする。 

(1) 業務概要          (2) 実施方針（情報セキュリティに関する対策を含む） 

(3) 業務工程          (4) 業務組織計画 

(5) 打合せ計画         (6) 連絡体制（緊急時含む） 

(7) その他 

３．受注者は、業務計画書の内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえで、その都度監督員に変更業務

計画書を提出しなければならない。 

４．監督員が指示した事項については、受注者はさらに詳細な業務計画に係る資料を提出しなければならな

い。 

第1013 条 業務に必要な資料、事務用品、自動車等の取扱い 

１．一般に広く流布されている各種基準及び参考図書等の業務の実施に必要な資料については、受注者の負

担において適切に整備するものとする。 

２．監督員は、必要に応じて、業務の実施に必要な資料（特記仕様書に示す対象の工事等に関わる契約書、

各々の契約に用いる仕様書及び規程等）を受注者に貸与するものとする。 

３．受注者は、貸与された資料の必要がなくなった場合は、ただちに監督員に返却するものとする。 

４．受注者は、貸与された資料を丁寧に扱い、損傷してはならない。万一、損傷した場合には、受注者の責

任と費用負担において修復するものとする。 

５．受注者は、貸与された資料については、業務に関する資料の作成以外の目的で使用、複写等してはなら

ない。 

６．受注者は、貸与された資料を第三者に貸与、閲覧、複写、譲渡又は使用させてはならない。 

７．事務用品（パソコンを含む。）は、発注者施設内で業務を行う場合についても、原則として、受注者が

用意するものとする。 

８．業務に必要な自動車は、受注者が用意し、第 1006 条第 4 項の担当技術者を配置する場所に配置するも

のとする。なお、事故等が発生した場合は、受注者の責任で処理するものとする。 

９．管理技術者及び担当技術者の服装は、現場にあった軽快なもので作業服とし、作業服、安全帽、安全靴

等、管理技術者及び担当技術者が常時身に着ける物は受注者が用意するものとする。 

第1014 条 書類の整理 

受注者は、工事等の監督員が工事等の受注者から受理する図書又は工事等の受注者に提示し、若しく

は指示する図書の整理を適切に行わなければならない。 

第1015 条 業務履行状況の報告 

受注者は、毎月 2 回、管理技術者立会いのうえ、監督員に業務履行状況の報告を行わなければならな
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い。その他必要に応じ、受注者は、監督員に業務の状況を業務打合せ簿（〔Ⅱ編〕様式－10）により適宜

報告するものとし、その内容について相互に確認しなければならない。 

第1016 条 地元関係者との協議等 

１．地元関係者との協議は、監督員が行うものとするが、発注者の求めがある場合、受注者はこれを実施す

るものとする。 

２．受注者は、業務の実施にあたり、地域住民との間に紛争が生じないように業務を行わなければならない。 

３．受注者は、地元関係者から業務の実施について苦情があった場合は、状況を監督員に報告するものとす

る。 

第1017 条 土地への立ち入り等 

１．受注者は、業務を実施するため国有地、公有地又は私有地に立入る場合は、契約書第 13 条の定めに従

って監督員及び関係者と十分な協調を保ち業務が円滑に進捗するように努めなければならない。なお、

やむを得ない理由により現地への立ち入りが不可能となった場合には、ただちに監督員に報告し指示を

受けなければならない。 

２．受注者は、業務実施のため植物伐採、かき、さく等の除去又は土地若しくは工作物を一時使用する時は、

あらかじめ監督員に報告するものとし、報告を受けた監督員は、当該土地所有者及び占有者の許可を得

るものとする。なお、第三者の土地への立入りについては、当該土地占有者の許可は、発注者が得るも

のとするが、監督員の指示がある場合は受注者はこれに協力しなければならない。 

３．受注者は、前項の場合において生じた損失のため必要となる経費の負担については、設計図書に示す外

は監督員と協議により定めるものとする。 

第1018 条 成果物の提出 

１．受注者は、業務が完了したときは、第 2002 条、第 3005 条、第 4005 条又は第 5002 条に示す成果品を

業務委託完了届（〔Ⅱ編〕様式－19）とともに提出し検査を受けるものとする。 

２．受注者は、設計図書に定めがある場合、又は監督員の指示する場合で、同意した場合は履行期間途中に

おいても、成果品の部分引き渡しを行うものとする。 

３．受注者は、成果品において使用する計量単位は、国際単位系（ＳＩ）とする。 

第1019 条 関係法令及び条例等の遵守 

受注者は、業務の実施にあたっては、関連する関係諸法令及び条例等を遵守しなければならない。 

第1020 条 検査 

１．受注者は、契約書第 31 条第 1 項の規定に基づき、業務委託完了届（〔Ⅱ編〕様式－19）を発注者に提

出する際には、契約図書により義務付けられた資料の整備がすべて完了し、監督員に提出していなけれ

ばならない。 

２．発注者は、業務の検査に先立って受注者に対して書面をもって検査日を通知するものとする。この場合

において受注者は、検査に必要な書類及び資料等を整備しなければならない。この場合検査に要する費

用は受注者の負担とする。 

３．検査職員は、監督員及び管理技術者の立会の上、検査を行うものとする。 

第1021 条 再委託 

１．契約書第 7 条第 1 項に規定する「主たる部分」とは、次の各号に掲げるものをいい、受注者は、これ

を再委託することはできない。 

(1) 業務遂行管理、業務の手法の決定及び技術的判断等 
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２．受注者は、業務を再委託に付する場合、書面により協力者との契約関係を明確にしておくとともに、協

力者に対して適切な指導、管理の下に業務を実施しなければならない。 

なお、協力者は、福島県工事等請負有資格業者である場合は、福島県建設工事等入札参加資格制限措

置要綱に基づく入札参加資格制限中であってはならない。 

第1022 条 守秘義務 

１．受注者は、契約書第 1 条第 5 項の規定により、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしては

ならない。 

２．受注者は、当該業務の結果（業務処理の過程において得られた記録等を含む。）を他人に閲覧させ、複

写させ、又は譲渡してはならない。ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得たときはこの限り

ではない。 

３．受注者は、当該業務に関して発注者から貸与された情報その他知り得た情報を第 1012 条に示す業務計

画書の業務組織計画に記載される者以外には秘密とし、また、当該業務の遂行以外の目的に使用しては

ならない。 

４．受注者は、当該業務に関して発注者から貸与された情報、その他知り得た情報を当該業務の終了後にお

いても他者に漏らしてはならない。 

５．取り扱う情報は、アクセス制限、パスワード管理等により適切に管理するとともに、当該業務のみに使

用し、他の目的には使用しないこと。また、発注者の許可なく複製・転送等をしないこと。 

６．受注者は、当該業務完了時に、業務の実施に必要な貸与資料（書面、電子媒体）について、発注者への

返却若しくは消去又は破棄を確実に行うこと。 

７．受注者は、当該業務の遂行において貸与された発注者の情報の外部への漏洩若しくは目的外利用が認め

られ又そのおそれがある場合には、これを速やかに発注者に報告するものとする。 

第1023 条 情報セキュリティにかかる事項 

受注者は、発注者と同等以上の情報セキュリティを確保しなければならない。 

第1024 条 安全等の確保 

１．受注者は、屋外で行う業務の実施に際しては、当該業務関係者だけでなく、付近住民、通行者、通行車

両等の第三者の安全確保に努めなければならない。 

２．受注者は、特記仕様書に定めがある場合には所轄警察署、道路管理者、鉄道事業者、河川管理者、労働

基準監督署等の関係者及び関係機関と緊密な連絡を取り、業務実施中の安全を確保しなければならない。 

３．受注者は、業務の実施に当たり、事故が発生しないよう使用人等に安全教育の徹底を図り、指導、監督

に努めなければならない。 

４．受注者は、業務の実施にあたっては安全の確保に努めるとともに、労働安全衛生法等関係法令に基づく

措置を講じておくものとする。 

５．受注者は、業務の実施にあたり、災害予防のため、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。 

(1) 業務に伴い伐採した立木等を焼却する場合には、関係法令を遵守するとともに、関係官公署の指導

に従い必要な措置を講じなければならない。 

(2) 受注者は、喫煙等の場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない。 

(3) 受注者は、ガソリン、塗料等の可燃物を使用する必要がある場合には、周辺に火気の使用を禁止す

る旨の標示を行い、周辺の整理に努めなければならない。 

６．受注者は、爆発物等の危険物を使用する必要がある場合には、関係法令を遵守するとともに、関係官公

署の指導に従い、爆発等の防止の措置を講じなければならない。 
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７．受注者は、業務の実施にあたっては豪雨、豪雪、出水、地震、落雷等の自然災害に対して、常に被害を

最小限にくい止めるための防災体制を確立しておかなければならない。 

災害発生時においては第三者及び使用人等の安全確保に努めなければならない。 

８．受注者は、業務実施中に事故等が発生した場合は、直ちに監督員に報告するとともに、監督員が指示す

る様式により事故報告書を速やかに監督員に提出し、監督員から指示がある場合にはその指示に従わな

ければならない。 

第1025 条 条件変更等 

１．契約書第 18 条第 1 項第 5 号に規定する「予期することのできない特別な状態」とは、契約書第 29 条

第 1 項に規定する天災その他の不可抗力による場合のほか、発注者と受注者が協議し当該規程に適合す

ると判断した場合とする。 

２．監督員が、受注者に対して契約書第 18 条、19 条及び 21 条の規定に基づく設計図書の変更又は訂正の

指示を行う場合は、指示書（業務打合せ簿〔Ⅱ編〕様式－10）によるものとする。 

第1026 条 修補 

１．受注者は、修補は速やかに行わなければならない。 

２．監督員は、修補の必要があると認めた場合には、受注者に対して期限を定めて修補を指示することがで

きるものとする。 

３．監督員が修補の指示をした場合において、修補の完了の確認は監督員の指示に従うものとする。 

４．監督員が指示した期間内に修補が完了しなかった場合には、発注者は、契約書第 31 条第 2 項の規定に

基づき検査の結果を受注者に通知するものとする。 

第1027 条 契約変更 

１．発注者は、次の各号に掲げる場合において、業務委託契約の変更を行うものとする。 

(1) 業務内容の変更により業務委託料に変更を生じる場合 

(2) 履行期間の変更を行う場合 

(3) 監督員と受注者が協議し、業務施行上必要があると認められる場合 

(4) 契約書第30 条第1 条の規定に基づき委託料の変更に代える設計図書の変更を行った場合 

２．発注者は、前項の場合において、変更する契約図書を次の各号に基づき作成するものとする。 

(1) 第1025 条の規定に基づき監督員が受注者に指示した事項 

(2) 業務の一時中止に伴う増加費用及び履行期間の変更等決定済の事項 

(3) その他発注者又は監督員と受注者との協議で決定された事項 

第1028 条 履行期間の変更 

１．発注者は、受注者に対して業務の変更の指示を行う場合において履行期間変更協議の対象であるか否か

を合わせて事前に通知しなければならない。 

２．発注者は、履行期間変更協議の対象であると確認された事項及び業務の一時中止を指示した事項であっ

ても残履行期間及び残業務量等から履行期間の変更が必要でないと判断した場合は、履行期間の変更を

行わない旨の協議に代えることができるものとする。 

３．受注者は、契約書第 22 条第 1 項の規定に基づき、履行期間の延長が必要と判断した場合には、履行期

間の延長理由、必要とする延長日数の算定根拠、変更工程表その他必要な資料を発注者に提出しなけれ

ばならない。 

４．契約書第 23 条第 1 項に基づき、発注者の請求により履行期限を短縮した場合には、受注者は、速やか

に業務工程表を修正し提出しなければならない。 

－ 259 － 



発注者支援業務 

 

 

 
 

第1029 条 一時中止 

１．契約書第 20 条第 2 項の規定により、次の各号に該当する場合において、発注者は、受注者に書面をも

って通知し、必要と認める期間、業務の全部又は一部を一時中止させるものとする。 

なお、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的又は人為的

な事象（以下「天災等」という。）による業務の中断については、第 1033 条臨機の措置により、受注者

は、適切に対応しなければならない。 

(1) 第三者の土地への立入り許可が得られない場合 

(2) 関連する他の業務等の進捗が遅れたため、業務の続行を不適当と認めた場合 

(3) 環境問題等の発生により業務の続行が不適当又は不可能となった場合 

(4) 天災等により業務の対象箇所の状態が変動した場合 

(5) 第三者及びその財産、受注者、使用人等並びに監督員の安全確保のため必要があると認めた場合 

(6) 前各号に掲げるものの他、発注者が必要と認めた場合 

２．発注者は、受注者が契約図書に違反し、又は監督員の指示に従わない場合等、監督員が必要と認めた場

合には、業務の全部又は一部の一時中止をさせることができるものとする。 

３．前２項の場合において、受注者は業務の現場の保全については、監督員の指示に従わなければならない。 

第1030 条 発注者の賠償責任 

発注者は、以下の各号に該当する場合、損害の賠償を行わなければならない。 

(1) 契約書第 27 条に規定する一般的損害、契約書第 28 条に規定する第三者に及ぼした損害について、

発注者の責に帰すべき損害とされた場合 

(2) 発注者が契約に違反し、その違反により契約の履行が不可能となった場合 

第1031 条 受注者の賠償責任 

受注者は、以下の各号に該当する場合、損害の賠償を行わなければならない。 

(1) 契約書第 27 条に規定する一般的損害、契約書第 28 条に規定する第三者に及ぼした損害について、

受注者の責に帰すべき損害とされた場合 

(2) 契約書第40 条第1 項に規定する瑕疵責任に係る損害 

(3) 受注者の責により損害が生じた場合 

第1032 条 部分使用 

１．発注者は、次の各号に掲げる場合において、契約書第 33 条第 1 項の規定に基づき、受注者に対して部

分使用を請求（部分使用同意願〔Ⅱ編〕様式－17-1）することができるものとする。 

(1) 別途業務の使用に供する必要がある場合 

(2) その他特に必要と認められた場合 

２．受注者は、部分使用に同意した場合は、部分使用同意書（〔Ⅱ編〕様式－17-2）を発注者に提出するも

のとする。 

第1033 条 臨機の措置 

１．受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。また、

受注者は、措置をとった場合には、その内容をすみやかに監督員に報告しなければならない。 

２．監督員は、天災等に伴い成果物の品質及び履行期間の遵守に重大な影響があると認められるときは、受

注者に対して臨機の措置をとることを請求することができるものとする。 

第1034 条 個人情報の取扱い 
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１．基本的事項 

受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱

いにあたっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、行政機関の保有する個人情報の保護に関

する法律（平成 15 年 5 月 30 日法律第 58 号）及び同施行令に基づき、個人情報の漏えい、滅失、改ざ

ん又はき損の防止、その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

２．秘密の保持 

受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当

な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

３．取得の制限 

受注者は、この契約による事務を処理するために個人情報を取得するときは、あらかじめ、本人に対

し、その利用目的を明示しなければならない。また、当該利用目的の達成に必要な範囲内で、適正かつ

公正な手段で個人情報を取得しなければならない。 

４．利用及び提供の制限 

受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するための利用目的

以外の目的のために個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。 

５．複写等の禁止 

受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するために発注者か

ら提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。 

６．再委託の禁止 

受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するための個人情報

については自ら取り扱うものとし、第三者にその取り扱いを伴う事務を再委託してはならない。 

７．事案発生時における報告 

受注者は、個人情報の漏えい等の事案が発生し、又は発生するおそれがあることを知ったときは、速

やかに発注者に報告し、適切な措置を講じなければならない。なお、発注者の指示があった場合はこれ

に従うものとする。また、契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

８．資料等の返却等 

受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から貸与され、又は受注者が収集し、若しく

は作成した個人情報が記録された資料等を、この契約の終了後又は解除後速やかに発注者に返却し、又

は引き渡さなければならない。ただし、発注者が、廃棄又は消去など別の方法を指示したときは、当該

指示に従うものとする。 

９．管理の確認等 

発注者は、受注者における個人情報の管理の状況について適時確認することができる。また、発注者

は必要と認めるときは、受注者に対し個人情報の取り扱い状況について報告を求め、又は検査すること

ができる。 

10．管理体制の整備 

受注者は、この契約による事務に係る個人情報の管理に関する責任者を特定するなど管理体制を定め

なければならない。 

11．従事者への周知 

受注者は、従事者に対し、在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知り得た個人情

報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に
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関して必要な事項を周知しなければならない。 

第1035 条 行政情報流出防止対策の強化 

１．受注者は、本業務の履行に関する全ての行政情報について適切な流出防止対策をとらなければならない。 

２．受注者は、以下の業務における行政情報流出防止対策の基本的事項を遵守しなければならない。 

（関係法令等の遵守） 

行政情報の取り扱いについては、関係法令を遵守するほか、本規定及び発注者の指示する事項を遵守す

るものとする。 

（行政情報の目的外使用の禁止） 

受注者は、発注者の許可無く本業務の履行に関して取り扱う行政情報を本業務の目的以外に使用しては

ならない。 

（社員等に対する指導） 

1) 受注者は、受注者の社員、短時間特別社員、特別臨時作業員、臨時雇い、嘱託及び派遣労働者並びに取

締役、相談役及び顧問、その他全ての従業員（以下「社員等」という。）に対し行政情報の流出防止対策

について、周知徹底を図るものとする。 

2) 受注者は、社員等の退職後においても行政情報の流出防止対策を徹底させるものとする。 

3) 受注者は、発注者が再委託を認めた業務について再委託をする場合には、再委託先業者に対し本規定に

準じた行政情報の流出防止対策に関する確認・指導を行うこと。 

（契約終了時等における行政情報の返却） 

受注者は、本業務の履行に関し発注者から提供を受けた行政情報（発注者の許可を得て複製した行政情

報を含む。以下同じ。）については、本業務の実施完了後又は本業務の実施途中において発注者から返還を

求められた場合、速やかに直接発注者に返却するものとする。本業務の実施において付加、変更、作成し

た行政情報についても同様とする。 

（電子情報の管理体制の確保） 

1) 受注者は、電子情報を適正に管理し、かつ、責務を負う者（以下「情報管理責任者」という。）を選任

及び配置するものとする。 

2) 受注者は次の事項に関する電子情報の管理体制を確保しなければならない。 

イ 本業務で使用するパソコン等のハード及びソフトに関するセキュリティ対策 

ロ 電子情報の保存等に関するセキュリティ対策 

ハ 電子情報を移送する際のセキュリティ対策 

（電子情報の取り扱いに関するセキュリティの確保) 

受注者は、本業務の実施に際し、情報流出の原因につながる以下の行為をしてはならない。 

イ 情報管理責任者が使用することを認めたパソコン以外の使用 

ロ セキュリティ対策の施されていないパソコンの使用 

ハ セキュリティ対策を施さない形式での重要情報の保存 

ニ セキュリティ機能のない電磁的記録媒体を使用した重要情報の移送 

ホ 情報管理責任者の許可を得ない重要情報の移送 

（事故の発生時の措置） 

1) 受注者は、本業務の履行に関して取り扱う行政情報について何らかの事由により情報流出事故にあった

場合には、速やかに発注者に届け出るものとする。 

 

－ 262 － 



発注者支援業務 

2) この場合において、速やかに、事故の原因を明確にし、セキュリティ上の補完措置をとり、事故の再発

防止の措置を講ずるものとする。 

３．発注者は、受注者の行政情報の管理体制等について、必要に応じ、報告を求め、検査確認を行う場合が

ある。 

第1036 条 低価格入札業務の履行状況調査 

低入札価格調査制度適用業務の場合、調査基準価格（非公表）を下回る価格で契約した場合において

は、受託者は下記の事項に協力しなければならない。 

１．受託者は、低入札価格調査で受託者が説明した内容の履行状況を確認するために発注者が業務完了後に

調査を実施する場合、当該調査に応じるものとする。 

第1037 条 事務所内立入許可証 

１．受注者は、発注者施設内で業務を行う場合は、監督員に発注者施設内で業務を行う担当技術者の氏名、

その期間などを報告し、事務所内立入許可証発行の確認を受けなければならない。 

２．発注者施設内で業務を行う担当技術者は、前項に基づき発注者が交付する事務所内立入許可証を携帯し

業務に当たらなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２編  関係機関との調整業務 

 

第2001 条 業務内容 

受注者は、別途特記仕様書等契約図書に定める工事等について、以下に掲げる内容を行うものとする。 

１．関係機関との調整業務補助 

受注者は、工事等の発注前に発注者が行う関係機関との調整に係る業務の補助を行うものとする。ま

た、監督員の指示により、関係機関との調整に係る資料作成を行うものとする。 

第2002 条 成果品 

成果品は以下のとおりとする。 

(1) 関係機関との調整に係る資料 １式 

第2003 条 引き渡し前における成果品の使用 

発注者は、成果品の引き渡し前であっても、成果品の全部又は一部の使用を受注者の承諾を得て使用

することができるものとする。 

 

発注者支援業務委託 

事務所内立入許可証 

受 注 者 名 

担当技術者氏名 

委 託 業 務 番 号     第  -    -    号 

使 用 期 間   H  .  .  ～ H  .  .  

事務所長許可印   ○○○○建設事務所長  印 
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第３編 設計積算業務 

 

第3001 条 担当技術者 

１．担当技術者は、第 3002 条で示された業務の適正な履行を確保するため、業務に係わる次の諸事項につ

いて適切に行わなければならない。 

(1) 業務の実施にあたっては、別に定める「土木工事標準積算基準」等（除染作業業務に係る業務であ

る場合「福島県除染作業暫定積算基準」等）を十分理解し、厳正に実施すること。 

(2) 業務の実施にあたって、関係法令等、工事請負契約書及び福島県工事請負契約約款（除染作業業務

委託の場合、除染作業業務委託契約書）並びに設計図書等の内容を十分理解し、関連する工事等の施工

方法等についても把握しておくこと。 

第3002 条 業務内容 

受注者は、別途特記仕様書等契約図書に定める工事等について、以下に掲げる内容を行うものとする。 

１．積算に必要な現地調査 

受注者は、積算に必要な現場条件等の調査を行い、調査結果を書面で監督員に提出のうえ、積算に用

いる現場条件について監督員の承諾を得るものとする。 

なお、現地調査は、事前に監督員にその内容を協議の上、行うものとする。 

２．工事等の発注図面及び数量総括表（数量計算書）の作成 

受注者は、契約図書等に明示された工事等に関する設計成果等の貸与資料を基に、協議・打合せの上、

工事等の設計書として必要な加工、追加等を行い、工事等の発注図面、数量総括表（数量計算書）を作

成するものとする。なお、数量総括表（数量計算書）は工事工種体系に従うことを原則とする。 

３．積算資料作成 

受注者は、積算のために必要な諸数値（システム入力データ等）の算定を行うものとする。発注者から

貸与される工事等の施工のための工程計画及び仮（架）設計画、特記仕様書（現場説明時の参考資料を

含む）の各案の確認及び修正を行ったうえで、明確にすべき使用材料、施工方法等の条件の抽出・整理

を行うものとする。 

４．積算データ入力（データリストの作成） 

(1) 受注者は、土木工事標準積算基準等の積算基準類及び第１項から第３項の結果を基に、補助入力システ

ム等へのデータ入力を行い、その結果を記録媒体（ＣＤ等）（積算システムを使用する場合、指定フォル

ダ）に保存し提出するものとする。また、入力データリストは出力後確認チェックを行うものとする。 

(2) 監督員は補助入力システム等データ入力に必要な資料を受注者に貸与するものとする。 

５．特記仕様書（案）の作成 

受注者は前 4 項で行った現場条件の調査、施工方法を整理した結果等に基づき、工事等の設計書に添

付する特記仕様書（案）を作成するものとする。 

第3003 条 留意事項 

１．受注者は、業務を履行するにあたり、以下の事項についてもあわせて実施すること。 

(1) 設計成果品の内容把握 

発注者から貸与された設計成果品について、設計思想、留意事項及びその他必要事項を把握すること。 

(2) 関連工事の把握 

発注者より積算上密接に関連する工事の指示があった場合は、その積算に係る条件等を把握すること。 
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(3) 新技術及び特許工法等の把握 

新技術（ＮＥＴＩＳ登録技術に限る）及び特許工法等（特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他

日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっている施工方法（工事材料を含む））が指定

されている場合は、作成する工事発注図面、又は特記仕様書（案）等に明示するとともに、その積算に

係る条件等を反映させること。 

２．受注者は、発注者の指示に従い、関連がある業務との情報共有を図るとともに、そのために必要な資料

の提出等を実施すること。 

３．受注者は、設計図書に定めのない事項については、関係法令等によるものの他、以下の基準等を参考に

技術的判断を行うとともに、当該業務を適正に履行すること。 

(1) 土木工事標準積算基準（除染作業業務に係る業務である場合「福島県除染作業暫定積算基準」） 

(2) 建設機械等損料算定表 

(3) 共通仕様書 土木工事編Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ（土木工事共通仕様書、土木工事施工管理基準及び規格値、参考

資料）（除染作業業務に係る業務である場合「福島県除染作業共通仕様書」） 

(4) 土木設計マニュアル「数量算出編」及び「設計積算編」 

(5) 福島県土木部数量総括表作成要領 

第3004 条 報告等 

１．受注者は、積算関係資料（積算を行うための工事設計図書及び数量計算書、積算資料、特記仕様書

（案）、積算データ等）の管理体制及び情報セキュリティに関する対策の実施状況について確認し、毎月、

第1015条業務履行状況の報告において、監督員へ報告するものとする。 

２．業務完了時においても業務の対象となる事業が継続している、若しくは対外調整が未了である場合など、

業務完了時点において継続して処理すべき事項がある場合は、以下の項目を書面（引継事項記載書）で

提出するものとする。 

(1) 業務実施にあたり留意すべき点（積算上必要となる施工条件等） 

第3005 条 成果品 

成果品は以下のとおりとする。 

(1) 工事等の発注図面及び数量総括表（数量計算書） １式 

(2) 積算資料 １式 

(3) 積算データ（記録媒体；ＣＤ等）(積算システムを使用する場合、業務打合せ簿([Ⅱ編]様式-10)に

より確認) 

(4) 特記仕様書（案） 

(5) 打合せ記録簿 

(6) 引継事項記載書 

第3006 条 引き渡し前における成果品の使用 

発注者は、成果品の引き渡し前であっても、成果品の全部又は一部の使用を受注者の承諾を得て使用

することができるものとする。 

 

 

第４編 監督に関する現場技術業務 

 

第4001 条 担当技術者 
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１．担当技術者は、第 4002 条で示された業務の適正な履行を確保するため、業務に係わる次の諸事項につ

いて適切に行われなければならない。 

(1) 業務の実施にあたっては、別に定める「福島県土木部工事監督員執務要綱」、「共通仕様書 土木工事

編Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ（土木工事共通仕様書、土木工事施工管理基準及び規格値、参考資料）」（除染作業業務に

係る業務である場合「福島県除染作業共通仕様書」）等を十分理解し、厳正に実施すること。 

(2) 業務の実施にあたって、工事等の受注者又は外部から通知等を受けた場合は、速やかに監督員にそ

の内容を正確に伝えること。 

(3) 業務の実施にあたって、工事等の受注者又は外部への連絡若しくは通知を行う場合は、その内容を

正確に相手に伝えること。 

(4) 業務の実施にあたって、関係法令等、工事請負契約書及び福島県工事請負契約約款（除染作業業務

委託の場合、除染作業業務委託契約書）並びに設計図書等の内容を十分理解し、工事等の現場の状況に

ついても精通しておくこと。 

２．担当技術者は、第 4002 条のうち管理技術者から指示された内容を適正に実施するものとし、設計図書

に定めのある他、工事等の受注者に対して指示、又は承諾を行ってはならない。 

第4002 条 業務内容 

受注者は、別途特記仕様書等契約図書に定める工事等について、以下に掲げる内容を行うものとする。

なお、業務を遂行する上で、その他確認が必要と思われる事項がある場合は、監督員と協議・調整し、

その確認を行うものとする。 

１．工事等の発注に必要な資料作成等 

(1) 受注者は、工事等の発注に必要な設計図書のうち、特記仕様書、数量表、発注図面を作成するもの

とする。なお、事前に監督員とその実施内容を調整の上、業務を行うものとする。 

(2) 発注者は、受注者が作成した資料をもとに積算を行い、実施設計書を作成し、契約事務を行う。 

(3) 受注者は、監督員の求めに応じて、監督員が近隣住民、関係機関等に対する説明資料を作成するも

のとする。 

２．工事の施工管理（除染作業業務の作業管理） 

(1) 工事等の契約の履行の確保 

1) 工事等の契約図書の内容の把握 

受注者は、工事等の目的を正しく理解し、工事等の契約書、設計図書（仕様書、図面、現場説明

書及びこれらの質問に対する質問回答書）及びその他工事等の契約の履行上必要な事項について把

握する。 

2) 工事等の打合せ 

受注者は、監督員の指示に基づき工事等の監督員に代わって、工事等の受注者に対し、工事等の

契約後速やかに当該工事等の目的、内容を正確に説明し、工事等が所期の目的に従って施工される

よう必要な指示及び施工中における紛争防止、労働及び公衆災害の防止等についての適切な指示を

行う。 

また、工事等の契約後に関係機関との協議・調整により工事等の施工条件が変わった場合にも、

その内容について工事等の受注者と協議し、適切な指示を行わなければならない。 

3) 工事の施工計画書（変更施工計画書）（除染作業業務の業務計画書（変更業務計画書））の受理、内

容の確認 

受注者は、工事等の受注者から提出された施工計画書（又は業務計画書。以下同じ。）について、
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監督員と共に内容の確認を行い、その内容について著しい不備または明らかな瑕疵がある場合は、監

督員の指示に従い、工事等の受注者に対し、修正を求めるものとする。 

また、工事等の着手後に施工計画書の内容に変更があった場合は、工事等の受注者から提出される

変更施工計画書の内容を把握し、適切に管理する。 

4) 工事の施工体制（除染作業業務の作業体制）の把握 

受注者は、「工事現場における施工体制点検マニュアル」に基づき（除染作業業務委託の場合、「工

事現場における施工体制点検マニュアル」を参考に）工事等の現場における施工体制（又は作業体制）

の把握をする。 

5) 工事等の契約書及び設計図書に基づく指示、承諾、協議、通知及び提出、届出の受理等 

受注者は、工事等の受注者から提出される、承諾願い、協議事項、届出等について、現場状況及び

書類の内容を確認のうえ、監督員に報告するものとする。 

また、監督員の指示に従い、工事等の受注者に対する指示、承諾、協議、通知の書類作成を行うも

のとする。 

6) 関連工事等との調整 

受注者は、対象の工事等の施工（又は作業。以下同じ。）に密接に関連する工事等がある場合は、

必要に応じて施工についての調整を行い、その内容について監督員に報告するものとする。 

7) 工程把握及び工事等の促進指示 

受注者は、工事等の受注者からの履行報告又は実施工程表に基づき工程を把握し、必要に応じて工

事等の受注者に対して、工事等の促進の指示を行うものとし、その内容について監督員に報告する。 

8) 部分使用の同意手続き及び検査の立会 

受注者は、工事等の部分使用を行う場合の同意手続きを行い、検査の結果を書面により工事等の受

注者に通知する。なお、検査の立会は工事等の監督員が行う。 

9) 条件変更に関する確認、調査、検討、通知 

受注者は、次の各号に掲げる項目がある場合は、現地の確認及び調査並びに検討に必要な資料（構

造計算、比較設計、詳細な構造図等は除く。）の作成を行い、その結果を監督員に報告又は提出する

ものとする。また、これに伴い、発注者が工事等の受注者に対し、工事等の変更指示などを行う必要

がある場合は、受注者は、監督員とその内容について調整し、変更資料及び関連する機関への説明資

料等の作成を行うものとする。 

① 工事等の設計図書が工事等の現場条件と一致しないこと。 

② 工事等の設計図書に誤謬又は脱漏があること。 

③ 工事等の設計図書の表示が明確でないこと。 

④ 工事等の現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された施工条件と実際

の工事等の現場が一致しないこと。 

⑤ 工事等の設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生

じたこと。 

⑥ 工事等を一時中止し、又は打ち切る必要があると認められる場合。 

10) 変更設計資料等の確認 

受注者は、工事等の変更設計図面及び数量作成のために工事等の受注者から提出された資料等を確

認する。 

 
H26.10.1 

－ 266-1 － 



発注者支援業務 

 

 

 
 

11) 工事等の変更に必要な資料作成等 

受注者は、監督員と調整の上、工事等の設計変更若しくは契約事務担当者等への報告事項に必要な

調査、簡易な測量及び図書等の資料（構造計算、比較設計、詳細な構造図等は除く）作成を行い、監

督員に提出するものとする。 

(2) 工事等の施工状況の確認等 

1) 事前調査等 

受注者は、発注者から指示があった場合、下記の事前調査業務を行い、その内容を監督員に報告す

るものとする。 

① 工事基準点の指示 

② 既設構造物の把握 

③ 支給（貸与）品の確認 

④ 事業損失防止家屋調査の立会 

⑤ 工事等の受注者が行う官公庁等への届出の把握 

⑥ 工事区域用地の把握 

⑦ その他必要な事項 

2) 工事測量等 

受注者は、工事等の受注者が設計図書に基づいて設置した丁張及び中心線、縦断、横断、用地境界、

基準高等について立会により確認を行い、結果を監督員に報告するものとする。 

3) 施工状況の把握 

受注者は、工事等の契約の履行状況を含め、工事等の各施工段階で、立会もしくは工事等の受注者

が提出又は提示した資料により、工事等の施工状況、使用材料等が工事等の設計図書と適合している

かを必要に応じて把握する。把握した結果、工事等の設計図書と現場の状況が一致していない場合は、

その場でその旨を工事等の受注者に伝えるとともに、その結果を監督員に報告するものとする。 

4) 指定材料の確認 

受注者は、工事の設計図書において、工事の監督員の試験若しくは確認を受けて使用すべきものと

指定された工事材料、又は工事の監督員の立会のうえ調合し、又は調合について見本の確認を受ける

ものと指定された材料の品質・規格等の試験、立会又は確認を行い、結果を監督員に報告するものと

する。 

除染作業業務の場合は、受注者は、除染作業業務の設計図書において使用するものと指定された機

械、材料について、品質、規格等の立会又は確認を行い、結果を監督員に報告するものとする。 

5) 施工状況の確認（段階確認を含む） 

受注者は、工事等の設計図書で工事等の監督員が確認又は立会うとした施工段階（段階確認を含む）

において、原則として臨場により、出来形、品質、規格、数量等を確認するものとする。 

確認は、工事等の設計図書に示された確認時期に工事等の受注者から確認・立会願により請求があ

ったときに速やかに行う。確認、立会の結果は確認・立会結果書に記録し、その写しを工事等の受注

者に通知するとともに、監督員に報告するものとする。 

6) 建設副産物の適正処理状況等の把握 

① 受注者は、建設副産物を搬出する工事等にあっては、産業廃棄物管理票等（電子マニフェストを

含む）等により、適正に処理されているか把握する。また、建設資材を搬入又は建設副産物を搬

出する工事等にあっては、工事等の受注者が作成する再生資源利用計画及び再生資源利用促進計
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画書により、リサイクルの実施状況を把握する。 

また、その結果を監督員に報告するものとする。 

② 除染作業業務の場合は、受注者は、前号の建設副産物以外の、除染作業により発生した廃棄物・

土壌等について、仮置場への搬出、運搬、搬入の各過程で適正に処理されているか把握し、結果

を監督員に報告するものとする。 

7) 改造請求及び破壊による確認 

受注者は、工事等の受注者の施工が工事等の契約図書に適合しない事実を発見した場合で、改善の

指示又は改造請求の必要があると認められるときは、内容を確認し、監督員に報告するものとする。 

8) 支給材料及び貸与品の確認、引渡し 

① 受注者は、工事等の設計図書に定められた支給材料及び貸与品について、その品名、数量、品質、

規格又は性能を工事等の設計図書に基づき確認し、引渡しを行い、その結果を監督員に報告する。

引渡しは書面（支給品受領書、貸与品借用書）により行う。 

② 受注者は、前号の確認の結果、品質又は規格若しくは性能が工事等の設計図書の定めと異なる場

合、又は使用に適当でないと認められる場合は、監督員に報告し、監督員の指示により、これに

代わる支給材料若しくは貸与品を引渡す等の措置をとる。 

③ 工事等の完成、工事等の設計図書の変更等によって不要となった支給材料及び貸与品がある場合

は、受注者は、工事等の受注者からその返還を受け、監督員に報告するものとする。返還は書面

（支給品精算書、貸与品返納書）により行う。 

9) 工事等の完成図書の審査・指導・助言 

受注者は、工事等の受注者が作成する完成図書について指導・助言を行うとともに、工事等の受注

者から提出された完成図書について、工事等の設計図書に合致しているかどうかの確認を行うものと

する。 

10) 関係書類の整備 

受注者は、工事等の受注者から提出される書類の内容の確認を行い、必要に応じ、工事等の受注者

に修正指示を行うものとする。また、工事等の受注者から提出された書類の整備を行うものとする。

なお、工事等の監督員が工事等の受注者に対し提出を求めた書類についても同様とする。 

(3) 円滑な施工の確保 

1) 地元対応 

① 受注者は、工事等の着手前に、工事等の受注者と協力して工事等の概要を地元住民に伝え、工事

等に対する理解と協力を求めるものとする。 

② 受注者は、地元住民等からの工事等に関する苦情、要望等に対し、速やかに調査を行い必要な措

置を誠意をもって行い、その結果を監督員に報告するものとする。 

③ 受注者は、標識、バリケード等、工事等の現場の保安施設の設置状況、維持管理状況を点検し、

工事等の安全確保が図られているかを確認し、その結果を監督員に報告するものとする。 

2) 関係機関との協議・調整 

受注者は、工事等に関して、関係機関（所轄警察署、所轄消防署、道路管理者、鉄道事業者、河川

管理者、労働基準監督署、占用物件の所有者（管理者）等）との協議・調整等のために、現地調査、

支障物件調査等を行い、監督員と協議内容について調整し、必要な資料を作成するものとする。 

また、監督員の求めに応じて、監督員と事前に協議した上で、関係する機関と協議を行い、その結

果を監督員に報告するものとする。 
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(4) その他 

1) 電子納品に関する協議、電子成果品の確認等 

受注者は、工事等の受注者と工事等の着手前に電子納品に関する事前協議を行い、電子納品の有無、

対象書類等について協議し、その結果を監督員に報告するものとする。電子納品を行う場合は、福島

県電子納品運用ガイドラインの土木工事編又は営繕工事編（以下「ガイドライン」という。）に基づ

き実施する。また電子成果品の受領に際し、各ガイドラインに基づき電子成果品の構成及び内容の確

認を行うものとする。 

2) 現場発生品の処理 

受注者は、工事等の現場における発生品について、規格、数量等を確認し、監督員に報告するもの

とする。また、監督員からその処理方法について指示を受け、工事等の受注者に指示するものとする。

現場発生品の受入は、書面（現場発生品調書）により行う。 

3) 臨機の措置 

受注者は、災害防止、その他工事等の施工上、特に必要があると認められるときは、応急的な措置

を工事等の受注者に求めるとともに、監督員にその報告を行い、工事等の受注者の行う具体の措置方

法の内容を確認し、監督員に報告するものとする。 

4) 事故等に対する措置 

受注者は、工事等において、施工中の事故等が発生した場合は、工事等の受注者からの報告を確認

する等、速やかに状況を把握し監督員に報告する。 

5) 工事等の完成検査等の立会 

受注者は、工事完成・一部竣工・既済部分・中間の各検査が実施される際は、検査に立会うものと

する。 

３．その他 

受注者は、上記各条項において工事等の契約上重大な事案等が発見された場合は、遅滞なく監督員に報

告するものとする。災害発生時及び、その恐れがある場合など緊急時においては監督員の指示により、情

報の収集等を行うものとする。 

第4003 条 管理技術者の行う業務 

管理技術者は、第1005 条に示す業務の他に、以下に示す業務を実施しなければならない。 

１．工事管理 

管理技術者は、対象の工事等毎に契約内容、工事等の特性、施工概要、設計変更関連資料等を把握・確

認しなければならない。 

第4004 条 報告 

１．現場業務日誌 

受注者は、別に定める様式により次に掲げる事項を記入した現場業務日誌を作成しなければならない。 

(1) その日実施した業務内容及び結果 

(2) 担当技術者の業務履行状況写真 

(3) その他必要事項 

２．業務完了時においても業務の対象となる事業が継続している、若しくは対外調整が未了である場合など、

業務完了時点において継続して処理すべき事項がある場合は、以下の項目を書面（引継事項記載書）で

提出するものとする。 
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(1) 業務実施にあたり留意すべき点（施工条件、沿道状況、地元との協議内容等） 

(2) 業務完了時における施工状況、地元協議・調整等の状況 

第4005 条 成果品 

第1018 条でいう成果とは、第4004 条で作成した現場業務日誌及び引継事項記載書をいう。 

 

 

第５編 除染モニタリング業務 

 

第5001 条 業務内容 

受注者は、別途特記仕様書等契約図書に定める除染作業業務について、以下に掲げる内容を行うもの

とする。 

１．除染モニタリング業務 

受注者は、除染作業の作業前、作業段階（設計図書等で定める作業の区切り。段階確認含む。）及び作

業後に除染対象箇所のモニタリングを行い、モニタリング結果資料を整理するものとする。 

第5002 条 成果品 

成果品は以下のとおりとする。 

(1) 除染モニタリング結果資料 １式 

第5003 条 引き渡し前における成果品の使用 

発注者は、成果品の引き渡し前であっても、成果品の全部又は一部の使用を受注者の承諾を得て使用

することができるものとする。 
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（別表－１）現場技術業務の内容及び区分 

内 容 監督員 受注者 

１．関係機関との調整業務 

(1) 業務補助・資料作成 

（除染作業業務の場合） 

(2) 市町村との除染計画調整に係る業務補助・資料作成 

２．設計積算業務 

(1) 現地調査 

(2) 発注図面及び数量算出 

(3) 積算資料作成 

(4) 積算データ入力 

(5) 特記仕様書作成 

３．監督に関する現場技術業務 

(1) 発注に必要な資料作成等 

1) 積算・実施設計書作成

2) 起案・契約

(2) 工事等の監督 

1) 契約の履行の確保

① 契約図書の内容の把握

② 工事等打合せ

③ 施工（業務）計画書（変更含む）の受理・内容の確認

④ 施工（作業）体制の把握

⑤ 指示、承諾、協議、通知及び提出、届出の受理

⑥ 関連工事等との調整

⑦ 工程把握及び工事等の促進指示

⑧ 部分使用の同意手続き及び検査の立会い

⑨ 条件変更に関する確認、調査、検討、通知

⑩ 変更設計資料等の確認

⑪ 変更に必要な資料作成等

⑫ 変更設計書作成

⑬ 工事内容変更通知

⑭ 工事等の中止及び中止に伴う工期の延長

⑮ 一般的な損害の調査

⑯ 不可抗力による損害の調査

⑰ 第三者に及ぼした損害の調査

⑱ 部分払請求出来高の確認

⑲ 工事等の関係者に関する措置請求

⑳ 契約解除に関する必要書類作成及び措置請求

◎ 

○ 

○ 

○ 

○ 

◎ 

◎ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

◎ 

○ 

○ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

○ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

○ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

○ 

○ 

○ 
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内 容 監督員 受注者 

2) 工事等の施工状況の立会・確認等

① 事前調査等

② 測量等

③ 作業状況の把握

④ 使用機械・使用材料の確認

⑤ 施工（作業）状況の確認（段階確認含む）

⑥ 建設副産物の適正処理状況等の把握

⑦ 改善請求及び破壊に関する確認

⑧ 支給材料及び貸与品の確認、引渡し

⑨ 工事等の完成図書の審査・指導・助言

⑩ 関係書類の整備

3) 円滑な施工（作業）の確保

① 地元対応

② 関係機関との協議・調整

4) その他

① 電子納品に関する協議、電子成果品の確認等

② 現場発生品の処理

③ 臨機の措置

④ 事故等に対する措置

⑤ 工事等の完成検査等の立会い

⑥ 工事成績評定

４．除染モニタリング業務 

(1) 除染作業前、除染作業後のモニタリング 

(2) モニタリング結果資料の整理 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

◎ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

◎ 

◎ 

○ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

○ 

◎ 

◎ 

受 注 者 ◎ 
受注者が主体性をもって実施したものを監督員がチェックする事項 

監 督 員 ○ 

受 注 者 ○ 監督員が主として実施するが、この際、受注者は監督員の指示により補助作業を行

う事項 監 督 員 ◎ 

受 注 者 ◎ 
双方共、主体性をもって実施する事項 

監 督 員 ◎ 

受 注 者 ◎ 
受注者が主体性をもって実施する事項 

監 督 員 

受 注 者 
発注者が主体性をもって実施する事項 

監 督 員 ◎ 
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（別紙様式 第4004条関係） 

現 場 業 務 日 誌（例） 

平成  年  月  日 

（  曜日） 

天気 

部 長 課 長 主任主査 監督員 

管理技術者 担当技術者

業務番号 業 務 名

勤務時間 
(現場、内業) 

時   分 ～  時   分 

実施業務内容 結果措置等 

備  考 

監督員への報告事項 

等 

工事受注者への指導助言 

※ 様式例であり、記載内容が網羅さ
れている場合は任意の様式を使用す
ることができる。 

－ 266-8 －
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その他 

事 項 （立会、観察等の事項） 

（立会、観察、現場状況等の写真を貼る） 

－ 266-9 －
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発注者支援業務委託執行上の運用について 

発注者支援業務委託執行上の運用については下記により取り扱うものとする。 

１．発注者支援業務特記仕様書について 

委託特記仕様は以下の事項を記載するものとする。 

例） 

１．対象土木工事（対象除染作業業務） 

２．担当技術者の人数 

３．担当技術者詰所 

４．変更契約について 

２．担当技術者の計上基準 

原則として「発注者支援業務積算基準」によるものとするが業務規模、業務内容等によりこれにより

がたい場合は、適宜必要数を計上するものとする。 

３．発注者支援業務を委託する場合の土木工事の特記仕様書 

土木工事の特記仕様書には、発注者支援業務委託受注者が現場監督を行う事と、配置される担当技術

者の氏名及びその権限や立場を説明するものとする。 

［記載例］ 

(1) 本工事は、監督の補助業務を委託しているので、受注者（担当技術者）が監督員に代って現場で

立会、観察又は検測等を行う場合には、その業務に関する限りにおいて監督員と同様に取扱わなけ

ればならない。 

ただし、受注者（担当技術者）は、工事受注者に対する命令指示権はもたないものである。 

(2) 監督員から工事受注者に対する指示又は通知等を受注者（担当技術者）を通じて行うことがある

ので、この場合は監督員から直接通知又は指示があったものと同様に取扱うものとする。 

(3) 監督員が不在の場合には、工事受注者が監督員に対して行う報告又は通知等を受注者（担当技術

者）を通して行うことができるものとする。 

(4) 本工事を担当する受注者（担当技術者）の氏名は別に通知する。 

４．本工事受注者への担当技術者の通知 

発注者支援業務の契約後、担当技術者を承認したら速やかに別紙様式により本工事受注者に通知する

ものとする。 
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別紙様式 

平成  年  月  日 

（工事受注者）殿 

（契約権者）  ○印 

発注者支援業務の委託契約及び担当技術者の通知について 

平成  年  月 日付けをもって請負契約をした次の工事について、下記のとおり、発注者支援

業務の委託契約を締結し、担当技術者を定めたので通知します。 

工 事 名 

工事箇所 市 町 

大字     字      地内 

郡   村 

記 

１ 受 注 者 名 

２ 受注契約期間   平成  年  月  日 ～ 平成  年  月  日 

３ 担当技術者   氏名 

－ 266-11 －
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5
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0 ,60 ,120 30 ,90 ,150

10 5 3
30 20 12
60 40 20

30 ,0 , 30

7
30
60

,10m,5m

6
10
20
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測量機器検定基準



15
15
10

6
0.4 1.0
0.02mm 0.10mm

0.06mm 0.10mm 0.50mm

1
2
3

 272 

測量機器検定基準



GNSS

GNSS

RTK RTK

N E 15mm

U 50mm

 

15
GPS GLONASS GNSS GPS GLONASS

GPS GLONASS 2

RTK FIX
10

RTK

 273 

測量機器検定基準



1
2

10 mm
2 0.5mm

15mm 50m 20 C 98.1N 10kgf
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測量機器検定基準
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GNSS RTK

公共測量における測量機器の現場試験の基準
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GNSS RTK

GNSS(RTK

19.1S:A

91.1
S
S

52.0:B 2
2

2
1

64.0S:C

20.1S:A

公共測量における測量機器の現場試験の基準
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02.2
S
S

49.0:B 2
2

2
1

30.0S:C

30.1S:A

98.2
S
S

34.0:B 2
2

2
1

96.0S:C
2
1S
2
2S

C δ

GNSS RTK  

A S ≤ σ×1.15  

S ≤ σ×1.22

B  0.59 ≤ S12 S22 ≤ 1.70  

0.47 ≤ S12 S22 ≤ 2.13

公共測量における測量機器の現場試験の基準
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公共測量における測量機器の現場試験の基準
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公共測量における測量機器の現場試験の基準
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15
5.6Lb 3033.31

15
205.6600b

 

 

公共測量における測量機器の現場試験の基準
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GNSS RTK

RTK

RTK

RTK

公共測量における測量機器の現場試験の基準
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GNSS RTK

公共測量における測量機器の現場試験の基準
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測量成果検定基準
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測量成果検定基準
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永久標識の規格及び埋設方法

付録 ５

 381 



永久標識の規格及び埋設方法
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永久標識の規格及び埋設方法
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ディジタルマッピング取得分類基準 

- 603 - 

参考付録 2 

ディジタルマッピング 

取 得 分 類 基 準 

603頁～616頁 削除 

「公共測量標準図式 第3章 取得分類基準」（433頁） 

「公共測量標準図式 数値地形図データ取得分類基準表」（466頁） 

「公共測量標準図式 数値地形図データ取得分類基準表 応用測量」（555頁） 

「公共測量標準図式 数値地形図データ取得分類基準表 測量記録」（565頁） 

「公共測量標準図式 数値地形図データ取得分類コード表」（571頁） 

による。 





ディジタルマッピングデータファイル仕様 

- 617 - 

参考付録 3 

ディジタルマッピング 

データファイ ル仕様 

617頁～630頁 削除 

「数値地形図データファイル仕様」（451頁） 

「公共測量標準図式 数値地形図データファイル仕様」（577頁） 

による。 





ディジタルマッピングデータファイル説明書 

- 631 - 

参考付録 4 

ディジタルマッピング 

データファイル説明書 

631頁～637頁 削除 

「数値地形図データファイル仕様 第4章 数値地形図データファイル説明書」（457頁） 

による。 
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